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総務常任委員会 

 

 平成１８年１２月１４日午前９時００分から第１会議室で開かれた。 

 

１．出席委員 

    ◎坂口  徹     ○木澤 正男      嶋田 善行 

     松田  正      中西 和夫 

     中川議長 

 

２．理事者出席者 

    町     長  小城 利重    助     役  芳村  是 

    収  入  役  中野 秀樹    教  育  長  栗本 裕美 

    総 務 部 長  植村 哲男    総 務 課 長  清水 建也 

    総 務 課 参 事         田 昌敬    同 課 長 補 佐         黒﨑 益範 

    同 課 長 補 佐         加藤 惠三    同 課 長 補 佐         谷口 智子 

    企画財政課長         西本 喜一    企画財政課参事  野口 英治 

    同 課 長 補 佐         山﨑  篤    同 課 長 補 佐         西巻 昭男 

    税 務 課 長  藤原 伸宏    同 課 長 補 佐         清水 修一 

    同 課 長 補 佐         村 俊弘    教委総務課長         野﨑 一也 

    同 課 長 補 佐         吉村 三郎    生涯学習課長         山﨑 善之 

    同 課 長 補 佐         清水 昭雄    監 査 書 記  佐藤 滋生 

    会 計 室 長  清水 孝悦 

 

３．会議の書記 

    議会事務局長         浦口  隆    同   係   長         峯川 敏明 

 

４．審査事項 

    別紙の通り 
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開会（午前９時００分） 

署名委員 松田委員、中西委員 

 

 おはようございます。全委員出席されておりますので、ただいまよ

り、総務常任委員会を開会いたします。 

 それでは、本日の会議を開きます。 

 はじめに、町長の挨拶をお受けいたします。 小城町長。 

      

 （ 町長挨拶 ） 

 

 最初に、本委員会の会議録署名委員を私の方より指名いたします。 

 署名委員に、松田委員、中西委員のお二人を指名いたします。よろ

しくお願いいたします。 

 本日の審査案件は、お手元に配付しておりますとおりでございます 

 はじめに、本会議からの付託議案についてであります。 

 （１）議案第５９号、斑鳩町の副町長の定数を定める条例について

を議題と致します。理事者の説明を求めます。 清水総務課長。 

    

 それでは、議案第５９号、斑鳩町の副町長の定数を定める条例につ

いて説明をさせていただきます。まず、議案書を朗読させていただき

ます。 

 

 （ 議案書朗読 ） 

 

 本議案につきましては、前回の委員会で、説明申し上げました内容

と同様でございます。それでは、末尾に添付させていただいておりま

す要旨を見ていただきながら、説明をさせていただきたいと思います。 

 地方自治法の一部を改正する法律が、平成１８年６月７日に公布さ

れました。この改正によりまして、市町村には助役ではなく、副市町

村長を置くことと規定されたところでございます。当町におきまして
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は、副町長となるわけでございますけども、改正後の同法第１６１条

第２項で、その副町長の定数は、条例で定めることとされましたこと

から、本条例を定めるものでございます。本条例では、その定数を１

人といたしております。なお施行は、地方自治法の同条の施行日でご

ざいます平成１９年４月１日からとしております。 

 以上簡単ではございますけども、説明とさせていただきます。温か

いご審議を賜りまして、原案のとおり、可決をしていただきますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

 

 説明が終わりましたので、質疑をお受けしたいと思います。 

 松田委員。 

 

 議案第５９号が上程されているわけでありますが、本会議から付託

を受けました総務常任委員会の付託議案のほとんどは、ただ今説明が

ありましたように、地方自治法の一部改正に伴う関連条例の改正内容

が主となっているわけであります。特にこの今回の５９号の関係につ

いては、前回も予定議案として説明を受けました際に確認をいたして

おりますように、助役を副町長に改めて、経過措置に基づいて現在の

助役をそのまま残任期間、副町長に選任をするという格好になってき

ているわけでありますが、質疑の段階でも明らかにしていますように、

現行の助役と副町長になってもあまり性格的には変わりはないという

答弁を得ているわけでありますが、同時に収入役は会計管理者として、

選任対象となる者の範囲がいわゆる一般職員へ替わった、替わるとい

う事でありますが、このことについて若干この項の中で質疑をしてお

きたいと思うんですけど、収入役を会計管理者として選任対象となる

者を補助機関職員とされた事の目的なり意義というのは、狙いという

ものはどこにあるのか、という事をまず聞かせていただいておきたい

と思います。 

 

 収入役制度が廃止されて会計管理者とされたことの意味、意義、狙
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い等でございますけども、これにつきましても前回の委員会で説明さ

せていただきましたけれども、要するに収入役は現在でも助役さんと

共に自治体のトップマネジメントのいちおくを担っておられるという

事で、その中でも地方公共団体の会計事務を掌る職として設置されて

いるというところでございます。そういう中で会計事務の電算化の進

展、そしてまた監査制度や情報公開制度の充実等によりまして、特別

職であります収入役によらずとも、一般職の職員であっても、会計事

務の適正な執行を確保する事が可能であるという風に考えられるよう

になってきたという事がございます。また、実態といたしましても改

正前、現行でございますけども、現行の第１６８条第２項の規定によ

りまして、町村では条例で定める必要がございますけども、条例で定

めることによりまして、収入役を置かず町村長または助役がその事務

を兼掌する事が認められていたという事がございまして、行財政改革

の一環といたしまして、収入役を置かない自治体が増加してきている

という状況があるという事でございます。こうした背景がございまし

て、特別職である収入役制度を廃止されたという事でございますけれ

ども、引き続いて会計事務の適正な執行を図るために、事務の命令機

関と会計機関を分離する事によりまして、管理機能を維持し、収支に

関する内部牽制制度といたしまして、職務上独立した権限を有する機

関といたしまして、一般職のうちから会計管理者を置くこととされた

という風に理解をしているところでございます。 

 

 会計管理者を置くという事について、当然にして諸規則の改正など

が必要になってくるんだという風に思うんですけども、その手続きに

ついてはどのようにお考えになってるんですか。 

 

 諸手続きにつきましては、当然今の収入役の職務はそのまま全部会

計管理者に移行されるものという形になるわけでございますので、そ

れにかかる必要な条例、規則あるいは要綱等々につきましては、今回

の１２月の議会に合わせまして全部それを改正していく、もちろん施
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行日は来年の４月１日でございますけれども、そうした改正をこの１

２月で改正していくという形をらせていただいております。収入役か

ら会計責任者への引継ぎにつきましては、従来の収入役の改選、交替

に伴うものを踏襲していくものであろうと考えておりますけれども、

その事につきましてまた別途、政令が出るという風に聞いております

ので、そこに詳しく網羅されるという風に考えております。 

 

 条例などにもよらずに収入役の業務とあまり変わらないものが、い

わゆる会計管理者として指定をされると。その関係についてのもの、

ほとんど規則になっているわけですけれども、その規則の関係につい

ては、支障のないように改正がされていくんでしょうけど、その内容

については、我々には説明は、委員会等についての説明というのは全

くないんでしょうか。 

 

 ただ今申し上げましたように、基本的には従来の収入役さんが交替

される時の事務引継ぎがされているという形を想定をしているわけで

すけれども、先程も申し上げましたように、その引継ぎにかかる政令

について、別途出るという形で聞いておりますので、その中で網羅さ

れてる点、それを当然していくものでございますので、その時点でま

た議会の皆様にもそうした内容については、説明をしていきたいとい

う風に考えております。 

 

 法令その他の関係というのはもう出てるんではないんですか。まだ

出てないんですか。 

 

 収入役から会計管理者に引継ぐべき事項については、別途の政令を

定めるという事で、それについては、まだ出ていないという事で、い

つ頃出るかというのは、当然来年４月１日の施行でございますので、

それまでには当然出てくるであろうとは考えておりますけれども、現

時点においてはまだ出ていない状況でございます。 
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 これもですね、省令その他の関係が出ないと分からんという事にな

るんか、あるいはどうかという事については疑問でありますけれども、

会計管理者がおかれるようになってですね、選任範囲というのは町長

部局になるんだろうと思いますけど、その会計管理者の位置付けとい

うのはどういう事になるんでしょうか。 

 

 会計管理者というのはあくまでも事務執行方とは独立した、要は先

程もちょっと触れましたけども、事務の命令機関とは別途、会計機関

を分離するという事を明確に示されておるわけでございます。その関

係から申しますと、会計管理者は例えば総務部長と兼務するといった

ような事がないような形での任命という形になるであろうという風に

は考えております。 

 

 任命権者が町長であって、新たに収入役を一般職員にするという事

で三役ではなくなるわけですけれども、そういう関係について、身分

なり位置付けという事をどういう事にするんかということになってく

ると、一つ見解を述べられているんですけども省令が来ていないとい

う事、全ての関係は後で省令その他が出てこないとはっきりしないと

いう風な関係で答弁をされているわけですけれども、極めて曖昧だと

いう風に思うんです。そういう風な言い逃れの関係が、後から出てく

る関係、それぞれの条例、条例と言いますか、今日の場合では条例な

んですけど、条例改正なんかに出てくる。そして、それに基づいてと

いう事で続いて規則が改正される。規則は当然に委員会審議の対象に

はならない。ところが具体的内容については、規則その他の関係につ

いて、明示をされていくという関係になるわけでして、全く形式的に

条例だけを審議させるという、現在のシステムについて私は疑問に感

じるんです。そして色々聞けば分からないとかあるいは省令が出てこ

ないからまだ未定であるとか、いう事にひかれて実際の審議をすると

いう事が実は不可能な状態になってきてるという風に思うわけです。
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そういう事について一体本当に分かりやすい議会審議なり議会での条

例制定をしようとなってるのかどうかという事について、甚だ疑問で

ありますけれども、これ以上申し上げてみても具体的解明がされると

いう風には思いませんので、これでおいておきますけれども、私は極

めて現在の取り扱いについては、不明瞭な関係が多すぎるという事を

指摘して終わります。 

 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第５９号については、当委員会として原案

どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第５９号については、当委員会と

して満場一致で可決すべきものと決しました。 

 次に（２）議案第６２号、固定資産評価審査委員会条例の一部を改

正する条例についてを議題と致します。 

 理事者の説明を求めます。 清水総務課長。 

    

 それでは、議案第６２号、斑鳩町固定資産評価審査委員会条例の一

部を改正する条例について、ご説明をさせていただきます。まず、議

案書を朗読させていただきます。 

 

 （議案書朗読 ） 

 

 本議案につきましても、前回の委員会で、説明をさせていただきま

した内容と同様でございます。それでは、末尾に添付させていただい

ております要旨をご覧いただきながら、説明をさせていただきたいと

いう風に思います。この要旨にございますように、固定資産評価審査

委員会における委員長の設置につきましては、法律上、ここでいう法
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律とは地方税法でございますけども、地方税法第４２３条におきまし

て、固定資産評価審査委員会の設置等については規定をされていると

ころでございますけれども、委員長の設置につきましては、なんら規

定がないという事でございます。このことから、当委員会の円滑な運

営を図る必要上から、本条例におきまして、委員長の設置及びその任

期等について定めているところでございます。ところで、現行の本条

例におきましては、委員長の任期を１年と定めておりますことから、

不服申立て等の案件がない場合でも、委員長を選挙するという必要か

ら、当委員会を開催しているという状況がございます。もちろん、委

員長の選挙だけではなく、当日には税制の改正等に係ります研修も行

っているところではございますけれども、こうした状況につきまして、

町監査委員さんからのご指摘もございましたことから、より適正に委

員会を開催することとするため、また、引き続き委員長となっていた

だくことによりまして、その経験を生かし、委員会の運営がより円滑

になるということも期待いたしまして、委員長の任期に関する規定に

つきまして、所要の改正を行うものでございます。具体的に申します

と、現在、委員長の任期を１年と定めておりますこの条例の第２条第

５項を削除することといたしております。なお、本条例につきまして

は、現委員長の任期との関連から、施行日を平成１９年１月１日から

としております。 

 以上簡単ではございますが、説明とさせていただきます。温かいご

審議を賜りまして、原案のとおり可決をしていただきますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

 

 説明が終わりましたので、質疑をお受け致します。 木澤委員。 

 

 一点確認をさせていただきたいんですけれども、委員長の任期を一

年とする点を削除する事につきましては、委員の方というのは了解を

得られているんでしょうか。 
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 委員長自身にはこういった改正をさせていただく旨については、ご

連絡をさせていただき、ご了解をいただいているところでございます。 

 

 他にございませんか。 

 

 （ な  し ） 

 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第６２号については、当委員会として原案

どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第６２号については、当委員会と

して満場一致で可決すべきものと決しました。 

 次に（３）議案第６３号、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費

用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例についてです

が、報告事項の（１）議案第６１号の審議会等附属機関等の見直しに

係る関係条例の整備に関する条例については、議会運営委員会への付

託議案でありますが、総務委員会所管に係るものもあり、関連を致し

ますのであわせて説明を求めたらと思いますが、そのように進めさせ

ていただいてよろしいでしょうか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。 

 議案第６３号および報告事項（１）の議案第６１号を一括議題とし

て、理事者の説明を求めることと致します。 清水総務課長。 

    

 それでは、議案第６３号、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費
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用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例についてと、

各課報告事項の１番目の議案第６１号、審議会等附属機関等の見直し

に係る関係条例の整備に関する条例についてのうち、当総務常任委員

会の所管する部分につきまして、合わせて説明をさせていただきます。

まず、議案第６３号の議案書を朗読をさせていただきます。 

 

 （ 議案書朗読 ） 

 

 本議案につきましては、前回の委員会で、説明をさせていただきま

した内容と同様でございますが、一部修正を加えております。そのこ

とも当然の事ながら含めまして、説明をさせていただきたいと思いま

す。それでは、末尾に要旨といたしまして、３枚添付をさせていただ

いております。後ろから３枚目から要旨が始まっているわけでござい

ますけれども、この要旨をご覧いただきながら、説明をさせていただ

きたいと思います。まず要旨の１でございます。前回の委員会で、説

明をさせていただきましたように、本年６月３０日に、特別職報酬等

審議会に、議会の議員さん、町長ほかいわゆる町三役の報酬額または

給料の適正な額及び実施時期につきまして、諮問を行いました。その

後審議会では、５回にわたる慎重審議の結果、去る１０月２３日に答

申をいただいたところでございます。また、その他の非常勤の特別職

の報酬につきましても、ご審議を賜るよう依頼をいたしまして、この

ことに係る報告も１０月２３日にいただいたところでございます。そ

の答申及び報告の内容につきましては、前回の委員会でも説明をさせ

ていただきましたとおりでございます。本議案につきましては、その

答申及び報告を尊重させていただく立場から、検討をし、作成したも

のでございます。また、今回の要旨には報酬額だけではなく、町議会

を除く審議会等附属機関等の見直しも行っている旨も、記載をさせて

いただいております。この見直しの結果、現在の４９機関から、４機

関を廃止し、２機関を１つに統合することにより、５機関を減少させ

まして、結果といたしまして４４機関としているところでございます。
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この見直しに係ります、総務常任委員会所管のものにつきましては、

後の各課報告事項の１番目の議案第６１号の中で、説明をさせていた

だきます。 

 要旨の次のページからは、この条例の別表におけます報酬額の改正

前、改正後の比較表となっております。この中の個々の審議会等の委

員等の改正額についての考え方につきましては、前回に説明をさせて

いただいたとおりでございますので、今回は割愛させていただきます

けども、その前回の質疑の中で、「原則として、町議会議員及び国を

含む他の地方公共団体等の職員から選出された委員等につきましては、

報酬を支給しないこととする。」ということにつきましても、その考

え方を説明をさせていただいたところでございます。改正条例案に、

その旨をきちんと整理しておく必要上、公職選挙法上からも、そのこ

とをきちんと規定しておく必要があるということから、前回お示しい

たしました案を修正いたしまして、その規定を追加させていただいて

おります。その修正の個所でございますけども、要旨の一番後ろを見

ていただいたらお分かりいただけると思うんですけれども、この別表

の比較表の一番うしろ、最終ページでございますけども、ここに別表

の備考という形で、１としてアンダーラインをずっと引かせていただ

いておるんですけれども、その部分でございますけども、すなわち、

議会の議員及び国又は他の地方公共団体等の職員のうちから選出され

た者の報酬は、別表の規定にかかわらず支給しないと。ただし、別表

の区分における「１議会の議員」「４監査委員」「６農業委員会の委

員」それとその他法令等の定めるところにより報酬を支給すべきもの

と規定されているものについては、この限りでない。という事でこれ

が今回追加させていただいたものでございます。このことによりまし

て、町議会議員の皆様におかれましては、『「議会の議員」としての

報酬、または「監査委員」や「農業委員会の委員」等におなりになっ

たときの報酬以外は、受け取らないこと』につきましての、法的根拠

ができるということになるわけでございます。なお、この改正条例の

施行は平成１９年４月１日からとしております。このことから、議会
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の議員さんにつきましては、平成１８年４月１日から当分の間、講じ

られてきた報酬月額の特例措置を、平成１９年３月３１日をもって終

了させることとしております。また、前回の委員会では、議長の方か

ら、今回の改正によって議会の議員さん以外の委員会等の委員報酬額

が、どれくらい変わるのか、どれだけ減るのかといったご質問をお受

けいたしまして、はっきりした数値につきましては、次回お答えする

と申しておりましたので、ただ今から申し上げたいと思います。この

改正条例によりまして、減額となりますのは、議会の議員さん及び選

挙の執行に係る立会人等の報酬を除きまして、約２３０万円の減額と

いう形になります。これは、平成１７年度の決算額をベースにしたも

のでございまして、年度によっては、審議会等の開催の状況等により

まして、若干の変動はございますので、その点ご理解をいただきます

ようお願いします。また、前回の委員会では、その減少額は約６００

万円程度と申し上げておったところでございますけれども、これには

本来、本条例の改正には関連のない、１７年度にございました国勢調

査に係る調査員等の報酬額が含まれておりまして、誤りでございまし

た。ここにお詫びを申し上げまして、正しくは、先ほど申し上げまし

た２３０万円の減額という事でございますので、ご了解いただきます

ようによろしくお願い申し上げます。 

 以上、簡単ではございますが、特別職の職員で非常勤のものの報酬、

費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例についての

説明とさせていただきます。 

 続きまして、各課報告事項の１番目、議案第６１号のうち、総務常

任委員会の所管する部分につきまして、説明をさせていただきます。

本件につきましては、先般、事前に配布をさせていただきました資料

２と本日お手元に配布させていただいておりますＡ４版の参考資料が

ございます。条例につきましての説明の前に、この資料２の審議会等

附属機関等の見直し結果についての説明を若干させていただきたいと

思います。この資料は、資料中の説明にもございますように、１２月

１８日開催予定の議会運営委員会に資料として提出を考えているもの
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でございまして、去る１１月１７日及び１１月２９日に開催をされま

した、議会運営委員会でのご意見等を聞かせていただくなかで纏め上

げさせていただいたものでございます。説明の２番といたしましては、

条例等定数の欄に記載している「○○人」、あるいは「○○人以内」

または「若干名」という用語について不明確であるというご指摘をい

ただいた中で、そういった用語の定義づけを試みておるところでござ

います。また表の中におけます実数、見直し前と見直し後、実数を表

記させていただいておりますけれども、その実数の中の括弧書きの中

の数字でございますけれども、この括弧の中の数字につきましては、

実数のうち、報酬を支払う対象人数を標記していることを、またこの

３番目の説明でさせていただいております。また、この表では、審議

会等要綱の条文ごとに、言い換えますと、見直しの結果改正した理由

ごとに、ひとくくりにしております。２ページ目以降を見ていただき

ますと、ご理解をいただけるのかなと思うんですけれども、例えば今

回の見直しによる結果として、廃止をさせていただくものが２ページ

の一番上でございますけれども、斑鳩町学校施設整備計画審議会の外

３件、合計４件であることが、すぐ分かるようにさせていただいたと

ころでございます。また、見直し前後の条例等定数と実数及び実数の

差し引き等も表示をさせていただいております。そういうことで、た

だ今から説明をさせていただきます議案第６１号につきましては、随

時、この資料も合わせてご覧をいただければなという風に考えており

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、議案第６１号、審議会等附属機関等の見直しに係る関係

条例の整備に関する条例についてのうち、当常任委員会に関連する部

分につきまして、説明をさせていただきます。末尾にございます、１

枚もので裏表印刷させていただいておりますけれども、末尾の要旨を

ご覧いただきたいと思います。この要旨にも書かれておりますように、

斑鳩町審議会等の設置及び運営に関する要綱、これから以降は審議会

等要綱と呼ばせていただきますけれども、この要綱に基づきまして、

審議会等附属機関等の組織及び運営等につきまして、ただ今から申し
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上げます見直しを行うといったものでございます。なお、今回の見直

しにあわせまして、審議案件等に関しましては、広く高い識見を有す

る分野からの委員の選任基準がございますけれども、現行では、学識

経験のある者としたり、学識経験者としたりと、各条例等によって異

なった用語で規定していたものを、識見を有する者という形で用語を

統一しようというものでございます。 

 まず第１条でございます。第１条では、斑鳩町附属機関設置条例の

一部改正ということで、総務常任委員会の所管といたしましては、２

行目にございます、斑鳩町心身障害児童生徒就学指導委員会｣につきま

して、委員会の名称及び担任する事務内容を改正をするものでござい

ます。具体的には、名称を斑鳩町特別支援教育就学指導委員会とし、

事務内容につきましても、対象を心身に障害を有する児童生徒等から

特別な支援を必要とする児童生徒等としております。 

 次の第２条では、斑鳩町防災会議条例の一部改正ということで、前

回の委員会で説明をさせていただいたように、審議会等要綱第５条第

１号の規定、これは原則として、委員の数を１０人以内とするという

ものでございますけども、この規定に準じまして、委員定数を２６人

以内から１０人減じまして、１６人以内とするものでございます。具

体的には、町長が職員のうちから任命する委員の数を、１５人以内か

ら、５人以内とするものでございます。このことにつきましては、前

回の委員会で、添付いたしておりました新旧対照表が分かりにくい、

というご指摘をいただきましたので、今回、先程申し上げました参考

資料を配布させていただいております。参考資料、Ａ４の１枚もので

ございますけども、新旧対照表のより分かりやすくしたものという形

で提出させていただいております。今回の改正は第３条第６項でござ

いますけども、これには前項第１号、第２号の云々という風にござい

ますが、その前項である第５項が表記されていないという事から分か

りづらかったのではないかということで、この参考資料には第３条の

全文を参考として記載させていただいております。第３条には会長及

び委員について規定しておりまして、第５項で委員の選出区分を定め
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ているところでございます。第１号では奈良県の職員、第２号では奈

良県警の警察官、第３号では町の職員、そして第７号では指定公共機

関又は指定地方公共機関の職員、すなわち郵便局や関西電力又はＮＴ

Ｔ等の職員と規定をしているところでございます。そして第６項で申

します前項と言いますのは、当然この第５項のことになるわけでござ

いますけども、従いまして前項第１号と言うのは、奈良県の職員。第

２号と言うのは警察官、第３号と言うのは町職員、そして第７号と言

うのは、郵便局や関西電力あるいはＮＴＴの職員を指すわけでござい

まして、第６項中、それぞれ２人、２人、１５人以内及び３人とあり

ますのは、第１号の県職員が２人、第２号の警察官が２人、第３号の

町職員が現行で旧の場合は１５人、そして第７号の郵便局などの職員

は３人と定数を定めているということでございます。このうち、今回

の改正では、第３号の町職員の定数を１５人以内とあるのを、５人以

内とするということでございます。ちなみに、現行の旧の第３条第５

項の第１号から第７号の委員を合計をいたしますと、２５人以内とな

りまして、これに会長１人を足しますと２６人以内となるという事で

ございます。そして、その内町職員の定数を今回の改正で、１０人減

ずるという事で、全体の定数が１６人以内となるということでござい

ます。それでは、要旨に戻っていただきまして、要旨の裏面、一番最

終ページになりますけれども、第９条関係の斑鳩町社会教育委員定数

等に関する条例の一部改正についてでございますけども、審議会要綱

第５条第１号の規定によりまして、委員の定数を１５名から１０人以

内と改めるものでございます。続きまして第１０条関係でございます

けども、斑鳩町青少年問題協議会条例の一部改正についてという事で、

審議会等要綱第５条第５号の規定によりまして、委員の選出基準から

町議会議員を除くものでございます。また、学識経験のある者を識見

を有する者と改めるものでございます。 

 以上が、審議会等附属機関等の見直しに係る関係条例の整備に関す

る条例のうち、総務常任委員会の所管に係る審議会等附属機関の改正

内容でございます。本条例の施行につきましては、平成１９年４月１
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日からとしておりますけども、その施行日に現に当該審議会等附属機

関の委員の職にある者につきましては、任期満了までの期間につきま

しては、改正前の各条例によるという事にしております。 

 以上、簡単ではございますけども、議案第６３号、特別職の職員で

非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改

正する条例についてと、各課報告事項の１番目の議案第６１号、審議

会等附属機関等の見直しに係る関係条例の整備に関する条例について

のうち、この総務常任委員会の所管する部分につきましての説明とさ

せていただきます。議案第６３号につきましては、温かいご審議を賜

りまして、原案のとおり可決をしていただきますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

 

 説明が終わりましたので、質疑をお受けしたいと思います。 

 松田委員。 

 

 今、議案になっています６３号の関係なんですけども、新旧対照表

であるとか、あるいは改正主旨の説明などを見ますと、だいたい分か

るんかなと思うんですけども、この条例改正という関係の中身を見ま

すと非常に分かりづらい内容になっているんではないかなというよう

に思うんです。特にこの条例を見てですね、別表がどこでどう改めら

れたのかという事がはっきりしないという風に思うんです。先程から

説明さていますように、この議会運営委員会の審議事項として付託を

されています６１号との関係があるんですけど、６１号で出してる分

については、ここでも言ってますように、条例に定まったものをここ

に書いているんだというという風に思うんですけど、この内容につい

ても色々問題はありますけれども、一応そうだと思うんです。ところ

が報酬、６３号による報酬、費用弁償に関する条例の一部改正は、こ

れは中身を見てみますと議員の報酬があり、あるいは審議会の報酬が

あり、審議会の報酬でも３区分に分けた関係、取り組みの主旨を言わ

れているんです、確かにそのとおりだという風に思うんですけど、こ
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の条例分だけを見ますと、結局どこにも出てこないような関係のもの

が廃止をされているという風に思うんですね。例えば学校の関係でも

学校の施設整備計画審査会の関係については単独条例として廃止する

関係が出てるんですけど、規則とか要綱に書かれているものについて

は、記載がないわけですね。ところが報酬の面については、別表では

外れている、これは対比をしてみて初めて分かる事であって、読んだ

限りでは全然分からんわけですね、主旨にも書いていません。だから

それは何故なんだろうかなという事を、非常に分かりにくい、私は条

例になってるように思うんです。条例というのは少なくとも議会の我々

だけやなしに、一般住民が見ても分かりやすいように出来るだけ心掛

けるという事が本旨ではないかなという風に思うんです。ところがこ

れを見たんでは皆目分からんという事になってきて、随分あっちこっ

ち読んでみるんですが、対照表を見て初めて分かるのは、結局、３５

番の考古学の専門指導委員であるとか、あるいは学校体育の関係の設

備の関係ですからね、というものも含まれてるわけですね、廃止の中

には。ところがそういう関係はどこを見ても明らかになってこない。

廃止を探してみて初めて分かるという事になって、非常に分かりづら

いという風に思うんです。ですから、審査会の見直しの関係の説明に

もありましたように、ここで言われているように、全然出てこないも

のが、あるいは出てきているんですけれども、関係条例部分には全然

出てこない、例えばここでですね、斑鳩町立学校体育施設開放運営委

員会の関係というものはどこにも出てきません。ただ、今配られた見

直し結果についてという関係だけを見てはっきりしてくるだけだとい

う風に思うんです。だからそういう面で廃止をされるという事は資料

によっては分かるんですけど、条例文によっては全然分からない。そ

れは改正条例の文書作成の手法についての認識の違いなんかという風

には思うんですけど、極めて分かりにくい内容になってきているとい

う風に思うんです。その分かりにくさを更に主旨の関係でも、例えば

審議会の関係についても議員などを除く各審議会の職務機関を３区分

に分類をしていって、確かに分類をしてるという風に思うんです。と
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ころが分類をしてるのは別表でずっと通し番号で書いてる事によって

全く分からんという関係になってくるという風に思うんです。私はこ

ういう機会にむしろ３つに分類してるとするならば、少なくともこれ

をいわゆる別表を３区分にしたらどうなんじゃ、別表３区分にすれば

はっきりしてくるようにも思いますし、どこを改正すべきものなのか

はっきりしてくるんだという風に思うんです。ところが全部一覧表に

なって、特に問題は通し番号で書いてるわけですね。これを通し番号

で書いて、これをずんずんと審議会から必要なってきたらこっちへ継

ぎ足していくという関係を今はとってきてるという関係ですから、今

度の改正する時については廃止という関係は全然出てこない、追加の

時は出てきてるんです、別表を改正するという事でね。ところが廃止

の時は全然出てこない、という関係になって教育委員会関係などにつ

いては全く出てこないという関係に、規則で制定をしてる。ところが

報酬の関係については、今言われるように６３号で出てくるという関

係が非常に曖昧になってきてるという風に思うんです。その事が混乱

をもたらす、あるいは私のような理解のしにくいものに拍車をかける

状態になってきてるんかなというように私は思うんです。ですから、

この関係について、もっと改めていこうとするならば、通し番号をと

ってる事について一体何も疑問を感じてないのかどうか。それからで

すね、細かい話になりますけれども、ものによっては斑鳩町という関

係は全部付いてるわけですが、報酬の関係の面については全部斑鳩町

というのが削除されています。これは省略しているのかあるいは必要

がないのか。通し番号という番号を付けているけれども番号というの

は目印として付けてるだけのものなのか、僕はそういうものではない

と思う、条例である限り。そういう関係が極めて不明確であるし、取

り扱い上非常にずさんになってるのではないか、というように思われ

て仕方がないんです。ここで言われている、報酬がどこがどう変わっ

てくるんかという関係は、いわゆる説明資料を見なければ分からない、

あるいは新旧対照表を見なければ分からないという事では、いかんの

ではないか。これは、全部今後の条例集その他の関係について付いて
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くるんかと言うと、そうではないという風に私は思うんですね。そう

いう意味から言いますと、どうも旧態依然とした条文作成の手法をと

って、本当に分かりやすい関係に直していこうという配慮が一つもな

いんじゃないか、というような関係がするんです。ですから、少なく

ともですね、分かりやすい状態にしようとするならば、廃止をされる

関係について、別表中、○○については廃止をする、廃止をし次のと

おり改正をする、という事にすれば、額の改定もあるわけですし、統

合してる関係もあるんですけど、そういう風にも見られると思うけど、

その関係が全然分からんという関係になってくる内容から見てですね、

これは６１号と関連をするんですけど、６３号の関係については特に

これは、いわゆる全て今後は集めてきてるわけですね。そして報酬と

いう関係と名のつくものについては、全部教育委員会の関係であろう

が議員の関係であろうが、あるいは審議会の関係、厚生関係であろう

がみな集めてきて、今までずっと続けてきて、報酬の対象にしてる。

そして今度は外す、外すのはどこを外したのか全く分からんというよ

うな関係になっているように私は思うんです。その辺はですね、もう

少し条文作成の手法として考えるべきではないのかな、というように

私は思うんです。どうしてもこれは込み入り過ぎて複雑怪奇になって、

しかも説明文だけに改正をしてですね、条例文そのものについては全

然手を付けていかんというような格好になってるように思われて仕方

がないんですけど、この辺について改めていくという考え方はないの

かどうか。先程、原案通り承認せよという事ですけれども、本当に原

案には正しいものになってるんかどうかという事について、非常に私

は疑問に思うんですけど、この辺はどうなんでしょう。 

 

 改正条例の本文について住民の方々にとっては分かりにくいのでは

ないかという事で解釈をするわけでございます。なるほどおっしゃる

ように、別表を次のように改める、を読む限りにおいては、従来が形

がどうあったものが、どういう風に変わったのかという風には分から

ないという風には思います。ただ、条例の改正の方法等につきまして
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は、議会初日に松田議員が総括質問された際に総務部長がお答えをし

ておりますように、こういった条例の改正につきましては、斑鳩町の

公文例規程というものがございます。その中にこういった条例改正の

場合、一部改正の場合といった事で全部網羅をされているわけでござ

いますけれども、そもそもこの公文例規程と申しますのも、総務省の

校正実務の手法、前例等々から作り上げてきたものでございます。今

回の場合のように、この議案第６３号の場合のように、こういった別

表についてほとんど全てを改正するという形の場合は別表全部を次の

ように改めるといった手法が一番分かりやすいといった形になってき

ているのが事実でございます。また、先程もアドバイスをいただきま

したように、例えば旧の表の３５番の考古学専門指導員を今回を廃止

するわけでございますけれども、例えばそういった形で３５番の考古

学専門指導員は廃止するといった文言でずっと書き並べていった手法

もある事にはあるんでしょうけど、そうした場合、先程順番を全部入

れ替えるといった事も含めまして、いちいち例えば日当８，０００円

の方々の区分を、日当８，０００円の委員会の区分を一まとめにしよ

うとすれば、その番号、例えば２１番の消防運営委員会の委員、及び

委員長、その他委員の日当については○番とし、その日額、その報酬

については日額なんぼにするという条例のずっと条文を形で表してい

くといった形になってくるんだという事で、もっと言いますと今現行

５７を５０になるわけでございますけれども、そういった５７本の条

文をずっと書いていくという形になってくるのかなという風に思いま

す。そうするとまた分かりにくくなるのかなと思います。そうした場

合でも当然、どういった手法が考えられるかと言いますと別表を次の

ように改正するといった形でぼんと入れ替えるといった手法をとる方

が分かりやすいという形になるんではないかなと思います。あと、ふ

りましたけども順番を、報酬額のとおりにまとめてはどうかというご

意見もいただいたわけでございますけれども、別表の順番につきまし

ては、これまでずっと新しい審議会等立ち上げると、一番後に付け加

えたりしてきた経緯もございまして、そういった関係上こういった表
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になっておるという事でございますけれども、そういった手法等につ

きましては、今後検討をさせていただくという事で考えていくべきで

あるのかなという風に考えておりますので、今回はこういう形で全表

の改正という形でお願いをしたいという風に考えますので、その点申

し訳ございませんけどもご理解を賜りますようによろしくお願いいた

します。 

 

 僕はね、この問題については今回、今初めて言ってるわけではない

わけですね。少なくともこの議案が議会にかけられたという事になっ

てくるとだいたいは原案どおり通してほしいと言われるし、また原案

どおり通す事が望ましいだろうという事で、あまり修正その他をせず

に今日まできているというのが通例だと思うんです。その事が結局安

易に流れてしまってきていはしないかどうか、という事を我々として

はやっぱり反省すべきだという風に思うんです。その事が本来、議会

の任務であるのかどうか、という事についても思いますし、いわゆる

行政側と議会との関係の緊張したいい関係というものが、損われて行

く事になりはしないかという事についても、やっぱり思いを出さなけ

ればならんという風に思うんです。それよりもやっぱりより一層大事

な事は、その施策の中身が、あるいは検討した中身というものを改正

するならその事がより住民に理解をされる、あるいは住民によく分か

ってもらえるという事に心をすべき事が大事ではないか、というよう

に私は思うんです。そういう意味で例えば今言われている関係につい

ての一つの心構えがあるとするならば、あえて複雑な要素を提示もさ

れていたという風に、私は課長が答弁した事はそういう風に思うんで

すけども、例えばこの関係について、○○について、例えば別表中、

旅館建築審査会だとか遊技場建築の関係なんか統合して一つにするこ

とになっている、６１号でもなっているんですけど６３号については、

統合した関係になってくるはずなんです。それから町営住宅の入居の

関係について、選考基準の体制について、廃止してる事は間違いない

んです。それから学校施設整備計画審査会の関係についても、これは
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廃止になる。それから考古学専門員の関係についても廃止になる、と

いう関係について、これこれこれは廃止をするという関係。いわゆる

報酬の支払いを削除するとなるならその関係について、こういう審議

会というのを廃止にした事によって廃止をするという、削除をすると

いう事を明らかに全文改正するという関係については明らかにして、

その他については言われるように、改正するなら別表のように改正す

るという事によって額も変われば人数も変わってくるという関係とい

うのが明らかになるという関係の改正の仕方があると思う、方法とし

ては。今、○条、○条と書かんなあかん、どうしてもならんのかとい

う事ではなくて、私はあると思う。それから更には一番古くなった関

係で、今後もこういう関係が出てくるんだろうと思いますけども、そ

うするなら審議会の関係を３区分した表として３つの表を作ったらい

い。別表にしたらいい。そしたら別表の３なら別表の３と、審議会と

いうのはほとんど３の関係に、５，０００円の関係に改めるという、

そうだと思いますから、そしたらその関係だけ３の関係について、何

を改めるという事にしたら、私は十分簡易な方法として改正内容が出

来るんだろうと思う。ところがですね、いわゆる省令であるとかある

いは政府の指示であるとか何とかいう関係でいって、楯にとってです

ね、改正をしないという事によってると私は思うんです。だから、そ

ういう条例条文の作成の仕方というのは一体どうなのか。先程から言

われていますように、法の改正例が分からん、施行例がなければ分か

らんと言われているのはそこにあるわけです。そういう関係というの

をどう筋が分かるようにするのか、という事について留意をしていく

必要があるのではないか、自らが法が改正されたけど具体的な省令が

分からんから直す事が出来ないんだという風に答弁をしてる事と同じ

事なんです。だからそういう関係で立つならば、私はこの関係につい

ても、せっかく直そうとするならば、せっかくこういう風に考えて改

正の趣旨などを述べているとするならば、その事がいきるような形で

条文改正をすべきではないのかなというように思うんです。そういう

意味あいでは、先程からも出てますように６１号の関係するものもあ
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って、これは総務委員会の付託議案ではないんですけども、ここにつ

いても、いわゆるこの表を別紙資料として出してくれました。この中

に分類の仕方を、全然合うんかと言うと合う問題ではないと思うんで

す。ただ、廃止をする規定の関係についてはここにあります。だから、

この廃止を、という関係を明確に６１なら６１の中にあるとすればい

いものを、あえて類似性がない、全くの別の関係であるという風な関

係のものを一緒にくっつけて廃止、改めると。改める根拠になってい

ないものまで改めていくような文書になってしまってきているという

ところに、私は問題があるように思うんです。そういう感覚が今日の

問題になってきているように思う、特に先程言われていますけども、

他の関係の組合の関係なんかの条例改正もいくつか出ています、関連

して。それらの面を見ますとだいたい分かるんです、読んだだけでも。

ところが一番分かりにくいのは６１号と６３号の関係が本当に分かり

にくい。しかもこれは町独自で出来るはずのものであるはず。しかも

その事を私が申し上げてるように解消する事によって、よく理解は出

来るし、その事によって何も法に反するものではないという、いわゆ

る法の範囲内において定めることが出来るわけでありますから、そう

いう風に分かりやすく改正することの努力を私はすべきではないのか、

というように思うんです。ところが、その事を申し上げてきました。

なおかつこの報酬の関係についても、支給するものと参加をしていて

も、審議会に参加をしていても、支給する者としない者との関係につ

いても明確にすべきだという事で、これは差替えという形でしていた

だきました。これは一応私が主張している関係についても、こういう

事について一番肝心な事であると、議会が苦心して経費の節減などの

努力をしようとしていることについて、結果としてここに表れてきて

いるという事を明確にすべきであるという事を申し上げてきた。その

事で改めてここに書いてくれた事について、あるいは差替えという形

でしてもらった事は結構なんです。ところが、結局差替えはしている

けども、備考欄の関係であって、条例本文の関係の改正については依

然としてこだわっているというのが実態だというように僕は思うんで
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す。そのところの、私はあまりにも形式的に、しかも実態にこだわっ

ている関係について、果たしてそれでいいのかどうかという事につい

て、僕は姿勢として誠にけしからんと。しかも勉強不足であるという

風に私は言わざるを得ないという風に思うんです。あえて分かりにく

い状態でなぜ書かないかん、もう少し方法があるじゃないかという風

に申し上げているんですけど、その事には触れずに今言われてるよう

な各条文ごとに改正しなければならないというような関係を言ってい

る。ところが、先程何回も言いますように後から出てくる条例の関係

については、関連する問題でありますけれども、分かりやすい条例改

正になってきている、条例を見ただけでもだいたい分かるという関係

になってきているように思うんです。とするならば、この関係につい

ても絶対そういう事が私は可能であるし、出来るんではないかという

ように思っているんですが、どうしてもその事について、理事者側の

答弁としてはすっきりしないという感じがして仕方がない。改めて聞

きますけど、本当にこういう関係についてこれでいいと、これで分か

るんだという風に思いますか。 

 

 ただ今、これで分かるか、という事でございますけれども、先程も

申し上げましたように、この条例の改正分だけをもってくる、住民の

方々にどの審議会がなくなって、旧の金額がどういうように変わった

のかといった事については、分かりにくいのかなという風には思いま

す。しかしながらそうした議案を議決いただく議員さんの皆様にはこ

うして新旧対照表なり要旨をもって出来るだけ分かりやすいように説

明を申し上げる中でご理解をいただいて、そして議決をいただくとい

った事で、住民の皆さん方に公表していくという形が今の形でござい

ますので、なお且つ、この条例の改正、本文の条文を改正していくと

いう形になりますと、なるほど今、松田委員さんがおっしゃってるよ

うに、第１条の○○中、○○を変えるといった方法がございますし、

それで分かる条例改正もありますし、その条文だけを見ても分からな

い条文もあるといった事であります。ただし、そういった事を全部網
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羅していくとですね、逆に分かりづらくなる、どこをどう改正するの

か分かりづらくなるといった事が出てくるのかなといった事も考えて

いるところでございますので、先程の話に戻りますけれども、あくま

でもこの表だけでは一般の住民の方にはご理解を、どういう風に変わ

ったのかという事は分からない。でも結果としてはこういう表になる

という事については少なくとも分かっていただけるんではないかなと

いう風に考えております。そうしたことから、私どもといたしまして

は、今後そういう風な部分についても十分留意しながら、こういった

条例改正については取り組んでいく必要があるという風に考えており

ますけれども、別表の改正に関しましてはこうした方法が一番ベター

ではないのかと考えているところでございますので、その辺はご理解

をいただくしかないのかなという風に思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 

 僕はですね、特に今回の改正の中でも言っているのは、数の関係が

何なりと言ってますけど、その事に異論は一つもないんです、だから

言ってないんです、そういう事については。ただ、報酬の関係につい

て、あるいは説明をするためにあるいは財政再建をするために二重、

三重にダブってるような関係とか二重取りでないかと言われてるよう

な関係については改めていくんだという、一つの基本があると思うん

です。議会が意図としている関係というのは、やっぱり経費をいかに

節減するかという事にあるわけですね。そしていかに住民に奉仕をす

るかという事にもあるわけです。そういう意味ではいわゆる報酬など

に、委員会のあり方についても、あるいは審議会での報酬のあり方に

ついてもいっぺん検討しなおすべきではないか、という事の２本立て

がある。それは一体のものであるという事ははっきりしている。これ

が委員会の、議会の審議なんです。その事が活かされる状態で条例改

正が行われていかなければならんという風に思う。だからそういう立

場での法改正、条例改正が今回行われようとしているわけでしょ。そ

の事を一般住民に分かりにくい状態で、我々だけが分かるという関係
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の説明文を付けたからといって、事が足りるという事ではないと思う。

それはむしろ議会の意思を明らかにしていない、複雑にしてしまった

という風に思われても仕方がない事だという風に思う。それよりもむ

しろこれだけ協力をしている、これだけ削減してるんだ、これだけ中

身についても行政の無駄を省くためにも努力をしてるんだという関係

がこの条例を見てても分かると思うんです。分からせなければならん

と思う。その事を出来るだけ伏せているように思われて仕方がないと

いうように私は思うんです。だからそういう関係については、決して

議会の意思を尊重したことでも何でもないというように私は思う。そ

して住民にその事をオブラートで包んで伏せてしまって分かりにくく

さしているというような事で本当にいいのかどうか。今後の行政のあ

り方について、あるいは財政再建の方向についても私は大きく疑問を

抱く。そういう意味では是非とも今回の場合でも、この報酬の関係に

ついては、もっと分かりやすいように、だから他のとこも改めたし、

この中でも削除する関係だけを明記したらどうですか、と言ってるわ

け。だから、今回出されてる関係について、報酬の関係も別表を次の

ように改めるというのを、別表中○○を削除して別表のように改める

という事にすれば、額みな変わってくるわけですし。委員会というの

も合併するやつもあるんですし、廃止する関係というのははっきりし

てるわけですから、その事によって５２という、今までは５６ですか、

改めて５２にするという事になってくるんだという事がはっきりする

じゃないですか。ところが結果的に５２という風に書いてるけども、

一体なんぼどうなったのか分からん。それは説明のところで言ってる

ように、いわゆる現在の４９機関あるから５機関減少して廃止が４、

２機関を１機関に統合させて４４機関としました、確かにその通りな

んです。その事を分かるように条例の関係でなぜ出来ないのか、最も

簡単な方法というのは、先程言いましたように別表を次のとおり改め

て、別表を次のとおり改めるんなら改める、として説明してここでも

書いてますように改正後の報酬額は次のとおりでございますという事

で付けてくれていますけども、これを見たらまだ分かる、書いてない
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んですから、ゼロにしてここがない、なくなったんだなという事が分

かる。こういう表なら分かるんですけども、１の表の関係では分かり

にくいという事が一つ言えると思うんです。 

 それからですね、この通し番号の関係は、これはですね、結局いわ

ゆる改正内容の一つではないのかどうかと。便宜的に付けてるんだと

いう事ではないと思うんです。この当初案の関係も。これもやっぱり

別表の中の一つでしょ、１、２、３、４、５、６、だからそういう関

係についても、これは資料によると全くその事が触れられていないし、

全く見直しの関係で見直したという関係についても書いてないわけで

すね、番号みな違うわけですね、それぞれに付いてる。それならそう

いう風に、どっちかに統一をした関係にしていく事によって、私は安

易になるだろうし、あるいは条例その他の関係についてもありますよ

うに、定数があるという関係もあるし、あるいは整理をする時にその

ところは改めて整理をしてしまうという関係もありますし、色々手法

があると思うんです。だからその根本というのは一体何かと言うと、

改正の意図というものが一体分かりやすくするという、それは担当者

だけの分かりやすさではなくて、一般住民にも分かりやすくするとい

う事が基本でなければならんという風に私は思う。そういう改正とい

う事をすべきである。しかし今回なぜそれをしないのか。しかし分か

りにくいという事について、必ずしも適切ではなかったという風に言

われている事について、私は分かりますけども、だからそれは今後改

めていくんだ。今後改めていく事については結構なんですけれども、

現在なぜそれが、そういう事が出来ないのか、そういう風に思いを出

さないのか、という事について、私は甚だ不満でありますし、そうい

う事について、今後改めていくんなら改めていくという機会をどうい

う形で改めようとするのか、あるいは検討し改めていくんなら改めて

いくという関係を、いわゆる明確にここで言っている。今回はこれで

承知をせいという事を意味してるのかどうか、今回の関係について、

本当にそれでは不明確だという事を認めながら、それを認めよという

事になるはずなんです、そんな事が果たして許されていいのかどうか、



 - 28 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松田委員 

 

委員長 

 

木澤委員 

 

 

というようにも私は思うんです。ですから思い切ってこれが意見を踏

まえて論議をして、という事は全て原案どおりまとめる事が我々は議

会が協力した体制だという風に思いません。従って気付いた面なりが

あるとするなら、それらについては、潔く改正をする、訂正をすると

いうような手続きを踏まれてもいいんではないか、というように私は

思うんです。そういう点について一体どうお考えなのか。やっぱりこ

れより仕方がないんだという事になるのかどうか、という風にお考え

ですか。私はどう考えてみてもこれについて理解が出来ないんです、

そういう考え方。 

 

 先程から松田委員のご指摘の点の一くくりに、報酬額の列によって

一くくりにして、という表に改めてはどうかと、今改めてはどうかと

いった事ですけれども、先程も申し上げましたように、特に今までの

経緯がございますものの、そういった形でですね、金額の順でありま

すとかそういった形で一くくりに区分を改めていくという事について

は今後の検討課題としてご理解いただきたいという風に申し上げたつ

もりでございまして、いつやるという事については今の段階では明言

する事は出来ないのが残念でございますけれども、そうした事で今後

検討の課題という風にご理解をいただきたい。今回のところはこうし

た形で今の現行の公文例規程等々に則ってやっておりますものでござ

いますので、その点のところはご理解をいただきたいなという風に、

重ねて申し上げましてよろしくご理解賜りますようお願いいたします。 

 

 質疑の段階としてはこれで終わっておきます。 

 

 他にございませんか。 木澤委員。 

 

 今回、財政健全化という事でこうして色々見直しを行っていただき、

ご苦労をいただいております。私たち議員の報酬、そして後に出てき

ます特別職、町長、助役、収入役等の報酬にも関わって特別職の報酬
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等審議会で答申をいただいておりますけれども、この中にですね、果

たすべき職責に見合う対価としての相当な金額であるべきものである

というご意見をいただいておりまして、今回、必ずしも妥当なものだ

とは考えられない水準でありというご意見をいただいておりますけれ

ども、この事につきまして確認の意味でどういったものが本来の報酬

であるという風に特別職報酬審議会で考えていただいてるのか、確認

をさせておいていただきたいと思います。 

 

 こういった関係につきましてはあくまでもやはり社会経済情勢を反

映した中で、いわゆる決めていただいていくものであろうという事を

基本として検討していただいたものでございます。そうした中で景気

が上向きになるのであるならばそうした方向で、最近そういう状況に

あるという事も否めない事実であるという事もおっしゃっております。

そうした関係にありまして、その際には見直しも必要であろうという

事でおっしゃっているものでございまして、やはり社会経済情勢に反

映した報酬であるべきであるという事です。 

 

 暫時休憩いたします。 

 

 （ 午前１０時１９分 休憩 ） 

 （ 午前１１時１９分 再開 ） 

 

 それでは再開いたします。 

 先程、松田委員さんからの質問の答弁で、検討するという風な事を

言っていただきましたけれども、どのようなものか再度お聞かせいた

だきたいと思います。 

 

 先程、議案第６３号について、多くのご指摘を松田委員からいただ

きました。我々としては真摯に受け止めたいと考えております。ただ、

課長が松田委員の質問に対して、その中で一部については検討すると
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いう事の答弁をしたわけでございますけれども、どういう形で検討し

ていくかという事につきましては、今後我々としても慎重に検討しな

がら進めてまいりたい、このように考えております。 

 

 嶋田委員。 

 

 どのように検討していくかを、今後慎重に進めていきたい、それを

また検討するという事ですか、今後ね。 

 そしたらこれ一つの提案としてね、毎委員会ごとにその事を報告し

ていただきたいと私自身は思っておりますけれども、それについては

どうでしょうか。 

 

 当然研究等をしながら、検討した結果についてはその検討内容につ

いて、委員会には報告するべきだと思います。ただ、検討してないも

のについてはこれはもう出来ない。 

 

 先程の課長の答弁はね、私はこれはこれとして、不備な点もあるか

も知れないけども、今後検討していきたいという風に私は解釈しまし

た。だから、今後の検討を今、この場限りの言葉やなしにね、今後検

討していくという事で報告いただきたいと思っておりますので、その

事を条件と、条件と言えばちょっと語弊あるかも知れませんけども、

その事を期待しまして、私はこの事については了としたいなと思って

おります。 

 

 松田委員。 

 

 僕はね、今の議案になってます６３号についての主旨については反

対はしていないんですよ。ただ、条例条文のあり方について問題視し

ているという事で、このままの条文では極めて不適切ではないかとい

う風に思って検討を必要とするんではないか、という指摘をしている
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委員長 

 

 

 

 

わけでして、その事を十分に踏まえて検討するという風にお答えにな

っているかどうかについては、ややまだ疑問に思うところがあります。

従って時間も経過するばかりでありますので、私はこの事項について

の採決には不参加を表明して、退場いたします。 

 

 （ 退  席 ） 

 

 他の委員さん、ご意見ございませんか。採決入らせていただいてよ

ろしいですか。 

 

 （ 了  承 ） 

 

 それではお諮りいたします。議案第６３号について、当委員会とし

て原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第６３号については、当委員会と

して満場一致で可決すべきものと決しました。 

 続いて、ただいま報告のありました議案第６１号のうち、当委員会

所管に属するものについても、報告を了承することとしてよろしいで

しょうか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。 

 議案第６１号のうち、当委員会所管に属するものについても報告を

了承することといたします。 

 暫時休憩いたします。 
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 （ 午前１１時２４分 休憩 ） 

 （ 午前１１時２５分 再開 ） 

 

 再開いたします。 

 続いて（４）議案第６４号、斑鳩町特別職報酬等審議会条例の一部

を改正する条例についてを議題と致します。 

 理事者の説明を求めます。 清水総務課長。 

 

 議案第６４号、斑鳩町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条

例についてでございます。まず、議案書を朗読させていただきます。 

 

 （ 議案書朗読 ）  

 

 本議案につきましては、前回の委員会で、説明をさせていただきま

した内容と同様でございます。それでは、末尾に添付をさせていただ

いております、要旨をご覧いただきながら、説明をさせていただきた

いと思います。 

 本条例改正は、地方自治法の一部改正に伴いまして、当条例の関係

いたします部分につきましての所要の改正を行うものでございます。

その一つといたしまして、助役制度の見直しに関する事項でございま

すけども、改正後の地方自治法第１６１条第１項におきまして、平成

１９年４月１日からは、現在の助役に代えまして、副町長を置くこと

と定められたということがございます。２つといたしまして、地方自

治法第１６８条の改正によりまして、平成１９年３月３１日をもって

収入役が廃止されることとなり、また同日をもって現収入役が退職の

意を表明されていることから、当町におきましても、同日をもって収

入役を廃止するということがございます。このことから、当条例の第

２条に定められております所掌事項の内容を、前のページにございま

すけども、新旧対照表のとおり、改正をしようとするものでございま

す。なお、当条例の施行は平成１９年４月１日からとしております。 
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 以上簡単ではございますけども、議案第６４号、斑鳩町特別職報酬

等審議会条例の一部を改正する条例についての説明とさせていただき

ます。温かいご審議を賜りまして、原案のとおり、可決をしていただ

きますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 説明が終わりましたので、質疑をお受け致します。 

 

 （ 質疑なし ） 

 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第６４号については、当委員会として原案

どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第６４号については、当委員会と

して満場一致で可決すべきものと決しました。 

 続いて（５）議案第６５号、特別職の職員で常勤のものの給与及び

旅費に関する条例の一部を改正する条例についてを議題と致します。 

 理事者の説明を求めます。 清水総務課長。 

 

 議案第６５号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部を改正する条例についてでございます。まず、議案書を朗

読させていただきます。 

 

 （ 議案書朗読 ） 

 

 本議案につきましても、前回の委員会で、説明をさせていただきま

した内容と同様でございます。末尾に添付させていただいております

要旨及び新旧対照表をご覧いただきながら、説明をさせていただきた
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いと思います。 

 本条例改正は、地方自治法の一部改正に伴います改正と、前回に説

明をさせていただきました特別職報酬等審議会の答申に基づきまして、

当町の町長、助役、改正後は副町長でございますけども、給料月額を

改めるというものでございます。 

 まず、地方自治法の一部改正に伴いますものといたしましては、１

つとして、助役制度が見直しされまして、副町長を置くことと定めら

れたことでございます。２つといたしましては、先程も触れましたけ

れども、収入役が廃止されましたことなどによりまして、当条例の第

１条に定められている特別職の職名を、新旧対照表のとおり改正をし

ようとするものでございます。 

 次に、町長、副町長の給料月額でございますけども、特別職報酬等

審議会の答申に基づきまして、答申額のとおり改めるものでございま

す。町長につきましては、本則での現行の月額が８６１，０００円の

ところ、改正案では８００，０００円と額で６１，０００円、率で７．

０８％の減としております。助役、改正後の副町長につきましては、

本則での現行が月額７２２，０００円のところを改正案では６７１，

０００円と額で５１，０００円、率で７．０６％の減としております。

なお、施行は平成１９年４月１日からとしております。このことに伴

いまして、平成１７年４月１日から当分の間、また平成１８年４月１

日から当分の間、それぞれ給与月額の特例措置を講じてまいったとこ

ろでございますけども、この特例措置を、それぞれ平成１８年３月３

１日、平成１９年３月３１日をもって終了させることとしております。

なお、前回の委員会でご質問のございました、改正によります町長及

び副町長の退職手当の額への影響でございますけども、現行の条例の

本則に定めております額を基とした比較で申しますと、町長の場合、

マイナスの１２６万８，８００円。副町長の場合は、マイナスの６７

万３，２００円となるわけでございます。これらは、いずれも、この

７％減額した場合で４年間そのまま在職したものとして算出しており

ますので、平成１８年度につきましては一年間に１５％減という事で
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ございますので、実際はこれよりもマイナスが増えるという事でござ

います。 

 以上簡単ではございますけども、議案第６５号、特別職の職員で常

勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について

の説明とさせていただきます。温かいご審議を賜りまして、原案のと

おり、可決をしていただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

 

 説明が終わりましたので、質疑をお受け致します。 

 

 （ 質疑なし ） 

 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第６５号については、当委員会として原案

どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第６５号については、当委員会と

して満場一致で可決すべきものと決しました。 

 続いて（６）議案第６６号、教育長の給与、勤務時間その他の勤務

条件に関する条例の一部を改正する条例についてを議題と致します。 

 理事者の説明を求めます。 清水総務課長。 

 

 議案第６６号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する

条例の一部を改正する条例についてでございます。まず、議案書を朗

読させていただきます。 

 

 （ 議案書朗読 ） 

 

 本議案につきましても、前回の委員会で、説明をさせていただきま
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した内容と同様でございます。それでは、末尾に添付させていただい

ております要旨をご覧いただきながら、説明をさせていただきたいと

思います。本条例改正は、先ほど説明を申し上げました、特別職の職

員で常勤のもの、すなわち町長、あるいは副町長の給料月額の改正に

準じまして、教育長の給料月額の改正を行おうとするものでございま

す。内容といたしましては、教育長の本則での現行が月額６１３，０

００円のところ、改正案では５７０，０００円と額で４３，０００円、

率で７．０１％の減としております。なお、施行は平成１９年４月１

日からとしております。このことに伴いまして、教育長につきまして

も、平成１７年４月１日から当分の間、また平成１８年４月１日から

当分の間、それぞれ給与月額の特例措置を講じてまいったところでご

ざいますけども、この特例措置をそれぞれ平成１８年３月３１日、平

成１９年３月３１日をもって終了させることとしております。 

 以上簡単ではございますが、議案第６６号、教育長の給与、勤務時

間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例についての説

明とさせていただきます。温かいご審議を賜りまして、原案のとおり、

可決をしていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 説明が終わりましたので、質疑をお受け致します。 

 木澤委員。 

 

 退職金の関係について、教育長の分も教えていただけますか。 

 

 教育長の場合、退職手当への７．０１％減とする事の影響でござい

ますけれども、任期、丸々４年間を７％減とされた場合でございます

けれども、現行の条例の本則との比較では、額ではマイナス４１万２，

８００円という形になります。 

 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第６６号については、当委員会として原案
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どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第６６号については、当委員会と

して満場一致で可決すべきものと決しました。 

 続いて（７）議案第６７号、斑鳩町の一般職の職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例についてを議題と致します。 

 理事者の説明を求めます。 清水総務課長。 

 

 議案第６７号、斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例についてでございます。まず、議案書を朗読させていた

だきます。 

 

 （ 議案書朗読 ） 

 

 本議案につきましても、前回の委員会で、説明をさせていただきま

した内容と同様でございます。これにつきましても末尾に添付させて

いただいております要旨をご覧いただきながら、説明をさせていただ

きます。この要旨にもございますように、平成１８年度の国家公務員

の給与に関する人事院勧告が、８月８日に行われたところでございま

す。このことに基づきまして、１０月１７日には、国家公務員の給与

改定を勧告のとおり実施する旨の閣議決定がなされまして、給与改正

法につきましては、平成１９年４月１日から施行されることとなった

ところでございます。このことに準じまして、当町職員の給与につき

ましても、所要の改正を行うものでございます。なお、今回の人事院

勧告におきましては、国家公務員の俸給表、給料表でございますけれ

ども、の改正はされておらないという事でございます。今回の国家公

務員の給与改正は、現行の制度におきましては、３人目以降の子など

を対象とした扶養手当がでございますけれども、その扶養手当が３人
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委員長 

 

 

 

目以降は５，０００円でありまして、２人目までの６，０００円とは

１，０００円の開きがあるという事を、少子化対策の一環といたしま

して、３人目以降につきましても、全て６，０００円としようとする

ものでございます。当町もこれに準じて、同様の改正を行おうとする

ものでございます。なお、施行は平成１９年４月１日からとしており

ます。従いまして、この改正によります本年度の予算措置の必要はな

いということでございます。 

 以上簡単ではございますけども、議案第６７号、斑鳩町の一般職の

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての説明とさせ

ていただきます。温かいご審議を賜りまして、原案のとおり可決して

いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 説明が終わりましたので、質疑をお受け致します。 

 木澤委員。 

 

 これに関しましては、全然特に問題なく、逆にいい事だなという風

に思っているんですけども、特に質疑とかじゃなく、意見としてお聞

きいただきたいと思うんですけれども、やはり少子化対策で国がこう

いう風に３人目についても引き上げを行ったという事はとてもいい事

ですけれども、実際に３人目を産むという事で、本当に今家計に影響

を及ぼしている、子どもを産めば産むほど生活していくのがしんどく

なっているという状況があると思いますので、是非今後ですね、この

３人目以降、逆に増額をしていっていただきたいという意見を、人勧

の方を受けて改定されていますけれども、町の方としてもそうした検

討をしていっていただきたいという風に思います。答弁は結構です。 

 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第６７号については、当委員会として原案

どおり可決することにご異議ございませんか。 
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 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第６７号については、当委員会と

して満場一致で可決すべきものと決しました。 

 続いて（８）議案第６８号、斑鳩町町税条例の一部を改正する条例

についてを議題と致します。 

 理事者の説明を求めます。 藤原税務課長。 

 

 それでは、議案第６８号、斑鳩町町税条例の一部を改正する条例に

ついてご説明を申し上げます。まず、議案書を朗読させていただきま

す。 

 

 （ 議案書朗読 ） 

 

 それでは、要旨をご覧頂きたいと存じます。最後のページでござい

ます。本要旨の朗読をもちまして、ご説明と替えさせていただきます

ので、よろしくお願いを申し上げます。 

 

 （ 要旨朗読 ） 

 

 以上、簡単ではございますけれども、ご説明とさせていただきます。

何とぞ温かいご審議を賜りまして、原案どおり議決を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

 

 説明が終わりましたので、質疑をお受け致します。 

 

 （ 質疑なし ） 

 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第６８号については、当委員会として原案
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どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第６８号については、当委員会と

して満場一致で可決すべきものと決しました。 

 続いて（９）議案第７０号、斑鳩町学校施設整備計画審議会設置条

例を廃止する条例についてを議題と致します。 

 理事者の説明を求めます。 野崎教育委員会総務課長。 

 

 議案第７０号、斑鳩町学校施設整備計画審議会設置条例を廃止する

条例についてご説明申し上げます。まず、議案書を朗読させていただ

きます。 

 

 （ 議案書朗読 ） 

 

 本議案につきましては、前回の委員会で説明させていただいたとお

りでございます。それでは、議案書の３枚目の要旨の朗読をもちまし

て、ご説明とさせていただきたいと存じます。 

 

 （ 要旨朗読 ） 

 

 以上、簡単ではございますけれども、議案第７０号、斑鳩町学校施

設整備計画審議会設置条例を廃止する条例につきましての説明とさせ

ていただきます。ご審議を賜りまして、原案どおり、ご承認賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

 

 説明が終わりましたので、質疑をお受け致します。 

 木澤委員 
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 ちょっとその他のところになるかも知れませんけれども、学校施設

の関係に関わって、今子どもたちの数が減ってきてるという風に思い

ますけれども、学校の中の空き教室の状況というのは、どうなってい

るんでしょうか。 

 

 ご質問の空き教室の件でございます。３小学校、２中学校につきま

して、今のところそれについてはございません。 

 

 すいません、今後の見通しとしてもないという事で、ないというか、

今後の見通しについてはどうなんでしょうか。 

 

 平成１９年度におきましても、小学校につきましては斑鳩小学校で

１クラス減、西小学校では現状そのままでございます。東小学校につ

きましては１クラス増という形になる予定でございます。これにつき

ましては、今現在学校では少人数授業という事で行っておりますので、

その辺を勘案いたしまして、空き教室はございません。あと５年、最

終平成２３年を推計で見ますと、斑鳩小学校につきましては４クラス

減になってこようかなという風に考えております。今現状、１８年度

では、２３クラスが１９クラス位になってこようかなという風には推

計されております。西小学校につきましては今現在１２クラスが平成

２３年度には１２クラスという事で変わりはございません。東小学校

につきましては１４クラスが１４クラス、これにつきましてもクラス

数につきましては変わりはないという、町の推計でございます。中学

校につきましてもそういう形で変わりはないという事でございます。 

 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第７０号については、当委員会として原案

どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 
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 異議なしと認めます。よって議案第７０号については、当委員会と

して満場一致で可決すべきものと決しました。 

 続いて（１０）議案第７１号、斑鳩町消防団員等公務災害補償条例

の一部を改正する条例についてを議題と致します。 

 理事者の説明を求めます。 清水総務課長。 

 

 議案第７１号、斑鳩町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す

る条例についてでございます。まず、議案書を朗読させていただきま

す。 

 

 （ 議案書朗読 ） 

 

 本議案につきましては、前回の委員会で説明をさせていただきまし

た内容と同様でございます。それでは、末尾に添付させていただいて

おります要旨をご覧いただきながら、説明をさせていただきたいと思

います。 

 この要旨にございますように、本条例改正は、非常勤消防団員等に

かかる損害賠償の基準を定める政令の一部を改正する政令が、平成１

８年９月２６日に施行されましたことに伴いまして、この改正内容に

基づきまして、当町の非常勤消防団員等に対する損害賠償に対しまし

て、機動的且つ的確に対応するため、他法令の改正により度々改正す

る必要が生じている、障害等級ごとの障害の状態につきまして、規則

で定めるなどの改定を行うものでございます。１．として改正の主な

内容としておりますけれども、その１つ目といたしましては、傷病補

償年金にかかる傷病等級ごとの障害につきましては、条例ではなく、

規則で定めることとしたことがございます。２つ目といたしましては、

傷害補償に係る傷病等級ごとの障害について規則で定めることにした

ことでございます。３つ目といたしましては、介護補償に係る傷病等

級ごとの障害について規則で定めることにしたことでございます。４
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つ目といたしましては、その他地方公務員制度との均衡を考慮した規

則の整備を行なうこととしたということでございます。なお、施行は

公布の日からとしております。ただし、第９条の２第２号及び第３号

につきましては、他の法律の施行日と整合性を図るため、この部分に

つきましては、平成１８年１０月１日からの適用といたしまして、そ

の他につきましては、平成１８年４月１日から適用いたしまして、同

日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等々につきましては、な

お、従前の例によるという事にさせていただいております。 

 以上簡単ではございますけども、議案第７１号、斑鳩町消防団員等

公務災害補償条例の一部を改正する条例についての説明とさせていた

だきます。温かいご審議を賜りまして、原案のとおり可決をいただき

ますようによろしくお願い申し上げます。 

 

 説明が終わりましたので、質疑をお受け致します。 

 

 （ 質疑なし ） 

 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第７１号については、当委員会として原案

どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第７１号については、当委員会と

して満場一致で可決すべきものと決しました。 

 続いて（１１）議案第７２号、平成１８年度斑鳩町一般会計補正予

算(第３号)についてを議題と致します。 

 理事者の説明を求めます。 西本企画財政課長。 

 

それでは、議案第７２号、平成１８年度斑鳩町一般会計補正予算（第
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３号）につきまして、ご説明申し上げます。まず議案書を朗読させて

いただきます。 

 

 （ 議案書朗読 ） 

 

 それでは、今回補正をさせていただきました考え方、趣旨につきま

しては、前回の総務常任委員会で一定のご説明をさせていただきまし

たが、再度、簡単に申し上げたいと存じます。本補正予算におきまし

ては、本年度予算で普通交付税が３億円あまり減額となったことや、

すでに、基金からの繰り入れも行うなど、非常に厳しい財政運営を強

いられているところでありますけども、この予算を執行するにあたり

ましての補正措置をお願いいたしましたところであります。今回の予

算補正の主なものといたしましては、まず（仮称）総合福祉会館建設

について、建設工事の入札に必要な額１４億３，５００万円を限度額

とします債務負担行為の設定をお願いしております。また、ＪＲ法隆

寺駅周辺整備事業でありますが、事業の年度内執行が困難と予想され

ますことから、８，３８６万９千円の繰越明許費の予算措置をお願い

しているところであります。また、人件費の関係でございますが、昨

年度の人事院勧告によります給与引き下げ改定に伴います清算と、本

年４月に実施いたしました人事異動、また年度途中の退職等によりま

す人件費の補正もさせていただいております。その他の補正も計上さ

せていただいているところでありますが、次に補正予算書によります

ご説明をさせていただきたいと思います。それでは、補正予算書の９

ページをお開きいただきたいと存じます。 

 ９ページでございますが、まず歳入の方から説明をさせていただき

ます。第１款町税、第２項固定資産税、第１目固定資産税の現年課税

分で､土地については地価の下落による税収の影響が当初見込みより小

さかったこと、家屋については新築・増築分による税収の増が当初の

見込みより大きかったこと、また償却資産については景気の回復を反

映し、設備投資が当初の見込みより増加したこと等により、３，００
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０万円の増額補正を行うものであります。また、第５項都市計画税、

第１目都市計画税の現年課税分でも、固定資産税と同様の理由等によ

り、３１０万円の増額補正を行うものであります。 

 次に、第１４款国庫支出金、第１項国庫負担金、第１目民生費国庫

負担金では、第１節児童福祉費負担金で、広域入所に係ります園児数

の増加に伴い、委託料を増額するため保育所運営費負担金としまして

７４万７千円の増額、また、児童手当の支給額が当初見込みより減少

いたしますことから、第２節被用者児童手当負担金では、４０９万３

千円の増額でありますが、１０ページに移りまして、第３節児童手当

特例給付負担金では、５８６万円の減額、第４節非被用者児童手当負

担金でも、４４万２千円の減額補正をお願いするものであります。次

に、第２項国庫補助金、第３目土木費国庫補助金では、ＪＲ法隆寺駅

周辺整備事業に活用しております交通安全施設等整備事業費補助金に

ついて、国より追加配分が得られましたことから、６２５万円の増額

補正をお願いするものであります。次に、第５目消防費国庫補助金で

は、本年度において作成いたします洪水ハザードマップに対しまして、

総合流域防災事業費補助金の交付決定がありましたことから、３０万

円の追加補正をお願いするものであります。 

 次に１１ページでございます。第１５款県支出金、第１項県負担金、

第２目民生費県負担金、第２節児童福祉費負担金では、民生費国庫負

担金と同じく、広域入所に係る園児数の増加に伴い、委託料を増額す

るため、保育所運営費負担金としまして３７万４千円の増額、また、

児童手当の支給額が当初見込みより減少いたしますことから、第３節

被用者児童手当負担金では、１３万２千円の減額、第４節非被用者児

童手当負担金では４４万２千円の減額補正をお願いするものでありま

す。次に、第２項県補助金、第７目消防費県補助金については、消防

費国庫補助金と同じく洪水ハザードマップの作成に対しまして、３０

万円の追加補正をお願いするものであります。 

 次に１２ページをお開きいただきたいと存じます。第１６款財産収

入であります。第２項財産売払収入、第１目不動産売払収入では、県
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の三代川小規模河川改修事業に伴い、県による町有地の用地買収、及

び里道の用途廃止に伴い、その払い下げによります処分に係ります補

正をお願いするもので、４９６万円の追加補正を行うものであります。 

 次に、第１７款寄附金、第１項寄附金、第１目寄附金、第１節総務

費寄附金では、文化振興基金にご寄附をいただきましたことから１０

万８千円の追加補正、第２節教育費寄附金では、「斑鳩の里文化芸術

祭」の際に、藤ノ木古墳整備基金への募金をいただきましたので、３

千円の増額補正を行うものであります。 

 次に１３ページをお開き下さい。第２１款町債、第１項町債、第３

目土木債で、土木費国庫補助金で申し上げましたとおり、ＪＲ法隆寺

駅周辺整備事業について追加配分がありましたことにより、３１０万

円の増額補正をお願いするものであります。 

 続きまして１４ページでございます。ここからは歳出予算の補正に

ついてでございます。まず、説明を申し上げます前に職員にかかりま

す人件費の関係につきましては、給料、職員手当等、共済費及び職員

退職手当組合負担金など、４月に行いました人事異動等に伴います補

正と、昨年度の人事院勧告を受けて、給与制度の改定に伴い、職員給

与が引き下げとなったことによります清算の補正を、それぞれの費目

におきまして計上させていただいております。人件費所要額全体で当

初予算から３，４４１万５千円の減額となっております。このあと歳

出の説明でございますが、人件費以外の主な内容につきましてご説明

を申し上げさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 まず１４ページから１５ページにかけての第２款総務費、第１項総

務管理費、第１目一般管理費のうち、第７節賃金では、職員の産休等

に係ります臨時職員の雇用が当初見込みを上回ることから、臨時職員

賃金等で２８０万円の増額補正、第５目財産管理費では、歳入で申し

上げました普通財産売払い分について、財政調整基金への積立をいた

しますことから４９６万円の増額補正、第６目企画費では、文化振興

基金への寄附分につきまして、文化振興基金へ積立をいたしますこと
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から１０万８千円の追加補正をそれぞれお願いするものであります。 

 次に、１９ページの中ほどをご覧いただきたいと存じます。第３款

民生費でありますが、第１項社会福祉費、第１目社会福祉総務費のう

ち、第２８節繰出金では、国民健康保険事業特別会計における人件費

に係る予算の補正に伴います国保職員給与費等繰出金について、９５

万６千円の減額補正をお願いするものであります。第３目老人福祉費、

第１９節負担金補助及び交付金では、後期高齢者医療制度の導入にむ

けての広域連合設立準備委員会への負担金について、追加補正をお願

いしております。後期高齢者医療につきましては、奈良県内の全市町

村が加入する広域連合により、平成２０年度から実施されることとな

っております。次に、第１３目介護保険事業繰出費では、介護保険事

業特別会計における人件費に係ります予算の補正に伴います職員給与

費繰出金３３万８千円の増額補正をお願いするものであります。次に、

２０ページをお開きいただきたいと存じます。第２項児童福祉費、第

２目児童手当費では、児童手当給付額の減少により３３５万５千円の

減額、第３目保育園費のうち、第１３節委託料では、広域入所に係り

ます園児数が当初見込みを上回りますことから、５８３万１千円の増

額補正をお願いするものであります。 

 次に、２６ページへ飛んでいただきたいと存じます。２６ページで

ございます。第７款土木費、第４項都市計画費のうち、第２目公共下

水道費であります。公共下水道事業特別会計における人件費に係りま

す補正及び公共下水道整備事業費の補正等により、公共下水道事業特

別会計への繰出金１６８万５千円の増額補正をお願いするものであり

ます。また、第８目ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業費では、歳入で申し上

げましたとおり、国の追加配分がありましたことから、第１５節工事

請負費で５０２万円、第１７節公有財産購入費で６８０万円、合わせ

て１，１８２万円の増額補正をお願いするものであります。 

 次に、第８款消防費、第１項消防費、第５目災害対策費では、洪水

ハザードマップ作成にかかります国庫支出金及び県支出金が追加とな

りましたので、その財源振替を行っております。 
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 次に､３１ページをご覧いただきたいと存じます。第９款教育費、第

５項社会教育費、第２目公民館費のうち、第１１節需用費では、公民

館の空調設備の関係で、必要な燃料費につきまして、この夏の猛暑及

び原油価格の高騰等により大幅な不足が生じる見込でありますことか

ら、７６万７千円の増額補正をお願いするものであります。また、第

４目文化財保存費では、歳入で藤ノ木古墳整備基金に寄附のありまし

た分につきまして、藤ノ木古墳整備基金へ積立を行いますことから、

３千円の増額補正をお願いするものであります。 

 ３３ページをお開きいただきたいと存じます。第１２款予備費、第

１項予備費、第１目予備費では、今回の補正から生じました財源５，

６１９万８千円を予備費に留保することといたしております。 

 続きまして、６ページにお戻りいただきたいと存じます。第２表繰

越明許費でありますが、冒頭でも申し上げましたが、ＪＲ法隆寺駅周

辺整備事業のうち、北口４－１号線につきまして、用地交渉の関係か

ら、年度内執行が困難と予想されますことから、次年度へ８，３８６

万９千円の繰越明許費の予算措置をお願いするものであります。 

 次に、第３表債務負担行為補正の追加であります。（仮称）総合福祉

会館建設事業につきまして、平成１９年度中の完成にむけて、事業を

鋭意進めますため、建設工事の入札に必要な額、１４億３，５００万

円を限度額とし、期間を平成１８年１２月２０日から平成２０年３月

３１日までとした債務負担行為の設定追加をお願いいたしております。 

 最後に、第４表地方債補正の変更でありますが、歳入のところでお

願いを申し上げました、ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業につきまして追加

配分がありましたことにより、補正前の起債限度額１億３，９１０万

円に３１０万円を増額して、限度額を１億４，２２０万円とする増額

補正をお願いするものであります。 

 それでは、１ページにお戻りいただきたいと思います。予算書を朗

読させていただきます。 

 

 （ 予算書朗読 ） 
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 以上で、平成１８年度斑鳩町一般会計補正予算（第３号）について

のご説明とさせていただきます。これらの事務事業遂行にあたりまし

ては、財政健全化検討住民会議のご報告内容等も踏まえ、常に厳しい

財政状況を常に念頭におきながら、事務事業の遂行にあたりたいと考

えております。何とぞ温かいご審議を賜り、原案どおり可決いただき

ますよう、再度よろしくお願いを申し上げます。 

 

 説明が終りました。なお、他の常任委員会に係る補正予算の各事案

については、それぞれの担当常任委員会で説明され、了承をされてい

るということであり、あらかじめご承知をいただきまして、質疑をお

受けすることといたします。 

 

 （ 質疑なし ） 

 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第７２号については、当委員会として原案

どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第７２号については、当委員会と

して満場一致で可決すべきものと決しました。 

 暫時休憩いたします。 

 

 （ 午後１２時０８分 休憩 ） 

 （ 午後１２時０９分 再開 ） 

 

 再開いたします。 

 午後１時まで休憩いたします。 
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 （ 午後１２時０９分 休憩 ） 

 （ 午後 １時００分 再開 ） 

 

 再開いたします。 

 続いて（１２）議案第８１号、奈良県市町村会館管理組合規約の変

更について、（１３）議案第８２号、奈良県市町村非常勤職員公務災害

補償組合規約の変更について、（１４）議案第８３号、奈良県市町村職

員退職手当組合規約の変更についての３議案は、地方自治法の一部改

正に伴い規約の変更を行う必要があるものであり、一括議題とし順次

説明を求めることと致したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。 

 議案第８１号、議案第８２号、議案第８３号を一括議題といたしま

す。理事者の説明を求めます。 清水総務課長。 

 

 それでは、議案第８１号、奈良県市町村会館管理組合規約の変更に

ついて、議案第８２号、奈良県市町村非常勤職員公務災害補償組合規

約の変更について、議案第８３号、奈良県市町村職員退職手当組合規

約の変更についてを一括させていただいて、説明をさせていただきま

す。まず、以上の３議案書を朗読いたします。 

 

 （ ３議案書一括朗読 ） 

 

 この３議案につきましても、前回の委員会で、説明をさせていただ

きました内容と同様でございます。それでは、まず議案第８１号、奈

良県市町村会館管理組合規約の変更についてを、末尾にございます要

旨をご覧いただきながら、説明をさせていただきたいと思います。本
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規約の改正は、地方自治法の一部改正に伴うものでございまして、１

つといたしまして、当組合及び後の２つの組合につきましては、収入

役を置いてはおりませんけども、規約に収入役という文言がございま

す。また、その事務を、吏員が行うこととしていたため、収入役に関

する部分を削除するとともに、新たに会計管理者を置く規定を設け、

これには組合の職員を宛てるものでございます。２つといたしまして、

吏員その他の職員という部分につきまして、職員と改めております。

３つといたしましては、監査委員の定数につきましての改正でござい

ます。監査委員の定数を組合の条例で増加させることができる、とい

う条項を追加し、その場合でも、組合議員から選任する監査委員の数

は１人とする、とされました。すなわち、監査委員の定数を増加させ

る場合は、識見を有する者の内から選任する監査委員である、という

ことでございます。なお、施行は平成１９年４月１日からとしており

ます。 

 以上が、議案第８１号、奈良県市町村会館管理組合規約の変更につ

いての説明でございますけども、議案第８２号につきましても議案第

８３号につきましても、その変更内容は今申し上げました内容と同様

でございますので、それぞれの説明につきましては、割愛をさせてい

ただきます。 

 以上、簡単ではございますが、議案第８１号、奈良県市町村会館管

理組合規約の変更について、議案第８２号、奈良県市町村非常勤職員

公務災害補償組合規約の変更について、議案第８３号、奈良県市町村

職員退職手当組合規約の変更についての説明とさせていただきます。

温かいご審議を賜りまして、原案のとおり、可決をしていただきます

よう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 説明が終わりましたので、質疑をお受け致します。 

 

 （ 質疑なし ） 
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 これをもって、質疑を終結いたします。 

 順にお諮り致します。 

 議案第８１号については、当委員会として原案どおり可決すること

にご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第８１号については、当委員会と

して満場一致で可決すべきものと決しました。 

 続いてお諮り致します。議案第８２号については、当委員会として

原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第８２号については、当委員会と

して満場一致で可決すべきものと決しました。 

 続いてお諮り致します。議案第８３号については、当委員会として

原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第８３号については、当委員会と

して満場一致で可決すべきものと決しました。 

 続いて（１５）議案第８４号、王寺周辺広域市町村圏協議会規約の

変更についてを議題と致します。 

 理事者の説明を求めます。 西本企画財政課長。 

 

 それでは、議案第８４号、王寺周辺広域市町村圏協議会規約の変更

についてのご説明を申し上げます。その前に議案書を朗読させていた

だきます。 
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 （ 議案書朗読 ） 

 

 それでは、議案の一番最後のページに要旨を付けておりますが、ま

ず要旨を朗読させていただきます。 

 

 （ 要旨朗読 ） 

 

 具体的には、この議案の２枚目の新旧対照表をご覧いただきたいと

思います。前回の委員会でもご説明申し上げておりますが、具体的に

は第６条の関係で、「委員１４名」を「委員１３名」に改め、第８条で

括弧書きの「（長が会長であるときは、助役）」を削るものであります。

なお、施行日は、各一部事務組合の規約の変更日に合わせまして、平

成１９年４月１日としております。 

 以上で簡単ではございますが、王寺周辺広域市町村圏協議会規約の

変更についてのご説明とさせていただきます。何とぞ温かいご審議を

賜り、原案どおり可決いただきますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

 説明が終わりましたので、質疑をお受け致します。 

 

 （ 質疑なし ） 

 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第８４号については、当委員会として原案

どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第８４号については、当委員会と
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して満場一致で可決すべきものと決しました。 

 続いて（１６）議案第８７号、西和消防組合規約の変更についてを

議題と致します。理事者の説明を求めます。 清水総務課長。 

 

 議案第８７号、西和消防組合規約の変更についてでございます。ま

ず、議案書を朗読させていただきます。 

 

 （ 議案書朗読 ） 

 

 本規約の改正につきましては、先ほどの西本課長からの議案第８４

号、王寺周辺広域市町村圏協議会規約の変更につきましての説明にご

ざいましたように、今回の地方自治法の一部改正に伴う変更と、管理

者及び副管理者となっている町の場合、現行では助役さんがその議員

となっていることを改めまして、議員は、公選により選ばれたものと

する、という改正でございます。具体的に申し上げますと、新旧対照

表にございますように、第５条で、議員の定数が「１４人」とあるの

を「１２人」に改めまして、同条第１号のカッコ書きでの「町が組合

の管理者または副管理者となる組合長にあっては助役」とあるうち「あ

っては助役」とありますのを「を除く。」とする改正でございます。そ

の他、地方自治法の一部改正に伴いまして、「収入役」に関する記述を

除くとともに、一部の文言整理をしているところでございます。なお、

施行は平成１９年４月１日からとしております。 

 以上、簡単ではございますけども、議案第８７号、西和消防組合規

約の変更についての説明とさせていただきます。温かいご審議を賜り

まして、原案のとおり、可決をしていただきますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

 

 説明が終わりましたので、質疑をお受け致します。 

 

 （ 質疑なし ） 
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 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第８７号については、当委員会として原案

どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第８７号については、当委員会と

して満場一致で可決すべきものと決しました。 

 次に継続審査について、（１）斑鳩町における歴史的史跡等の発掘調

査、整備保存に関することについてを議題と致します。 

 理事者の報告を求めます。 山崎生涯学習課長。 

 

 それでは最初に史跡藤ノ木古墳整備工事の現在の進捗状況について

ご説明申し上げます。史跡地外周の側溝をはじめとする構造物の施工

を引き続き行っております。また、墳丘の整備状況でございますが、

墳丘の表土の剥ぎ取りが完了し、盛土の施工に向けた準備を行ってお

ります。また、１２月からは石室内部の石材等の修復作業に着手して

おります。年内には本年度発注工事の約４０％程度が完了する見込み

でございます。 

 次に、（仮称）文化財活用センターの実施設計（案）についてご説明

申し上げます。このほど、実施設計（案）につきまして、ほぼ固まり

ましたことから、基本設計からの変更点を中心に資料１に基づきご説

明申し上げます。基本設計からの変更が数箇所ございます。最初に展

示室でございます、１枚目の部分でございます。小豆色で着色してい

る所が展示室でございます。展示室の石棺（映像演出）と表記してい

る上に黒の四角で表示しているものがございます。これは屋根を支え

ている柱を表示しておりますが、基本設計では撤去し、補強すること

で施工可能であるという風に考えておりました。しかしながら、詳細

な構造計算等の検討を行った結果、最悪のケースとして本館北側約１
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４０平米すべてを撤去し、新たに建築しなければならない可能性があ

ることが判明いたしてまいりました。また、これに要する費用も新た

に２，０００万円から３，０００万円程度必要となるという事でござ

います。このような事からこれを採用する事は現実的ではないと考え

られるところでございます。従いまして、図でお示ししておりますよ

うに柱を残し、展示室のレイアウトを一部変更しこれに対応しようと

いうものでございます。その結果、展示室の面積は基本設計から５．

６３平方メートルの減で１０８．３１平米となったところでございま

す。 

 次に、映像ホールでございます、青色で着色している部分でござい

ます。これも、展示室のレイアウトの変更及び展示品の搬入専用通路

の設置によりまして、レイアウトを大きく変更するというものでござ

います。その結果、基本設計から３０．０４平米の減で５６．９６平

米となるものでございます。 

 次に、情報ホールでございます、柿色で着色している部分でござい

ます。これも展示室のレイアウトの変更により基本設計から７．３４

平米の増で７５．２平米となるものでございます。 

 次に、右側の管理棟についての変更でございます。ここでも基本設

計からの変更が数箇所ございます。まず基本設計におきましては、管

理棟で遺物等の修復作業のための部屋を設ける計画といたしておりま

した。福祉会館が移転する計画となっておりますことから、発掘によ

り出土した遺物等の整理、修復や収蔵庫として再活用することとなっ

たことによりまして、作業室の設置を取りやめ会議室の位置を変更す

るものでございます。また、特別収蔵庫の仕様につきましても前室を

設けることといたしました。このようなレイアウトの変更によりまし

て、風除け、受け付け室で３．７７平米、事務室で９．９２平米、会

議室で５．０３平米の増となったところでございます。また、本館と

の連絡通路につきましても、展示物専用の搬入通路を別に確保する必

要があるため設置することといたしました。その他、詳細につきまし

ては３ページ目に基本設計時の概要と実施設計の概要を、面積も含め
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一覧表として整理いたしておりますので後ほどご覧いただければと思

います。 

 以上が、文化財活用センターの実施設計の概要でございます。その

他、史跡等につきましては特段ご報告申し上げる事項はございません。

以上でございます。 

 

 報告が終わりましたので、質疑、意見があればお受けいたします。 

 

 ちょっと一つだけ聞かせておいてください。本館と管理棟にそれぞ

れ受付スペースが書かれているんですけども、これは要員配置の関係

から言ったらどうなるんですかね。受付の関係を情報ホールの方の受

付の関係もですね、事務室の受付もあるんですけどね、事務室の方が

適当かなと思うんですけど、２ヶ所に受付を持つとですね、要員配置

のかかわりで制約を受けるように思うんですけど、どうしても２ヶ所

要るんですかな、１ヶ所で出来ませんか。要員運用との関係で何か考

えて。 

 

 受付につきましては、本館部分、いわゆる展示室がある部分につき

ましては、これら展示品の案内でありますとか、町内遺跡等の案内等

を主に行う職員のための受付という風に考えております。管理室の方

の受付につきましては、現在計画しておりますのは、ここへ文化財の

分野の職員を配置いたしまして、ここで文化財行政の事務を行うとい

う意味で、ここでいわゆる発掘等の届出でありますとか、開発に伴う

受付でありますとか、そういった業務を行う関係上、ここで一般の事

務の受付という風に考えておるところでございます。 

 

 説明でですね、あるいはこういう風にスペースをという事で、望ま

しい事は間違いないと思うんです。望ましい事は間違いないんですけ

ど、これは必ず人がついて回るという風に思うんですよ。事務所の方

の関係、管理棟の方の関係で職員６名配置と書いてあるんですけどね、
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この６名の中で運用するということになったとしても、本棟の関係の

受付という関係、２ヶ所を持つという関係がね、要員運用の面から言

ってどうなんかなという風に思うからですね、むしろ理想的であるこ

とに間違いないけれども、かなり要員運用としては問題が出てくるん

と違うか、あるいは制約されるんと違うか、という風に思うからです

ね、出来ればこの関係については、１ヶ所で受付が出来るような関係

というものを考えといた方がいいんと違うんかなというようにも思う

んですけど、やっぱり理想通り、絵はいいんですけどね、かなり僕は

制約を受けることになるんじゃないかなという風に思うんで、実際に

こういう設備が必要なのかどうか、一つにしといた方がいいんと違う

か、という感じがするんですけど、どうなんでしょうかね。 

 

 私の説明不足で大変申し訳ございません。通常、受付の職員が居る

のはいわゆる展示室等がある本館部分でございます。管理棟につきま

しては、この受付と表示しておりますのは受付カウンターであるとい

う事で、本来事務室に居る人間がお客様が来られる時にはその職員が

対応すると、受付専用の職員は管理棟には置く計画はございません。 

 

 これ以上言いませんけども、やっぱりかなり職員の運用との関係が

あるので、受付、こんな小さな関係の所に受付を本館と管理棟に別々

に置かなあかんのかなという風に思うんですよね。だからその辺につ

いては、もうちょっと工夫をしてですね、やっぱり今日出来るだけ無

駄を省こうという事を言ってるんですから、そういった事について配

慮をした方がいいんではないかという意見を持ちます。だからそうい

った面についても、理想として言われる事は結構なんです。それぞれ

に受付があるという関係はいいと思うんですけど、多少ちょっと無理

があるような感じがしますので、その辺についても十分検討しといて

ほしいという風にお願いをしておきたいと思うんです。以上です。 

 

 嶋田委員。 
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 今現在、工事中の藤ノ木の現場なんですけど、重機やとか色々手が

入ってきて、内部の調査というのはやっておられるんですか。石室内

部の調査、変化が見られるとか、そういう事ですね。 

 

 内部の調査につきましては、現在もセンサー等設置いたしまして、

温度・湿度、一定、石室の変異等について継続して測定を行っており

ます。 

 

 それなら結構なんですけども、変化は見られないという事ですね、

変化。 

 

 今のところ、大きな変化、変動は見られておりません。 

 

 結構です。 

 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 継続審査については、報告を受け了承したということで終わります。 

 次に、各課報告事項について、（２）第三次斑鳩町総合計画前期実施

計画の総括について、理事者の報告を求めます。 

 西本企画財政課長。 

 

 それでは各課報告事項（２）第３次総合計画・前期実施計画の総括

についてでございます。これにつきましては、第３次総合計画・前期

実施計画、平成１３年度から平成１７年度までの計画の実施につきま

しての総括でございます。今回、その取りまとめを行いお手元の資料

３により、ご報告をさせていただくものでありますが、この資料につ

きまして、委員長さまのご配慮によりまして、あらかじめ資料を事前

の配布を行っていただきましたので、個別の取り組みの説明を省略さ

せていただき、全事業の総括について、簡単にご説明を申し上げたい
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と思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 平成１２年度に平成２２年度を目標年次とする第３斑鳩町総合計画

を策定し、前期実施計画の中で先程申しましたように平成１３年度か

ら１７年度までの前期５年間のまちづくりを進めてきました。前期実

施計画では、３０３事業を登載しており、毎年秋に進捗管理をおこな

ってまいりましたが、平成１７年度までの前期の計画期間が完了いた

しましたことから、今年１０月に全事業の総括調書を作成し、担当課

に対しましてヒアリングを実施したところであります。その結果をも

とに、この「第３次斑鳩町総合計画 前期実施計画 総括」をとりま

とめさせていただきました。 

 それでは、資料の１ページでございますけれども、ここでは第Ⅰ章

としまして、「第３次斑鳩町総合計画の概要」、「１．計画の背景とねら

い」、「２．計画の構成と年次目標」、「３．めざすまちの将来像（あす

の斑鳩）」というように、簡単に総合計画の概要をまとめております。 

 次に、３ページから１２ページまででございますが、これにつきま

しては第Ⅱ章といたしまして、「前期実施計画中の決算の状況」としま

して、平成１３年度から５ヶ年度分の決算収支の状況をはじめ、歳入・

歳出のそれぞれの状況､また財政構造等の状況をまとめさせていただい

ております。 

 続きまして、１３ページからでございますが、ここでは第Ⅲ章とい

たしまして、「施策の展開結果」でございます。ここからは、前期実施

計画に登載された３０３事業の成果を施策体系の項目ごとにその成果

をまとめたものであります。各項目には、主な一部の事業を、「Ａ：完

了または進捗がはかられた事業」「Ｂ：進捗が見られなかった事業」

「Ｃ：前期途中から新たに追加した事業」の３つの区分に分けて、表

にしております。個々の取り組みの説明につきましては、冒頭申し上

げましたように、省略をさせていただきたいと存じますが、これら全

事業の達成状況といたしましては、Ａの完了または進捗がはかられた

ものは、３０３事業のうち２６７事業、８８．１％であります。また

Ｂの進捗がみられなかったものにつきましては３０３事業のうち３６
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事業、１１.９％となっております。Ｃは前期計画期間の途中から追加

したもので２２事業の事業がございまして、これはただ今進捗中、も

しくは進捗の完了したものもございます。つきましては、約１２％の

事業につきまして、Ｂ区分でございますけれども、Ｂ区分の約１２％

の事業につきましては、達成ができていない結果となっております。

この達成できていない事業、あるいは進捗が見られない事業、つまり

Ｂ区分の事業ですが、これらにつきましては、後期実施計画に引き続

き登載し、その実現に向けて、見直すべきものは見直しを行いながら､

早期に達成できるよう、取り組んでまいりたいと考えております。な

お、Ｃ事業でありますけども、これは制度改正等により新たに追加し

た事業であり、進捗が図られている事業でありますが、前期で完了し

たもの、あるいは後期実施計画にも引き継いでいる事業であります。

このような見方で施策の展開結果をまとめさせていただいております。

この総括の概要を簡単に今、説明させていただきました。現在の日本

の社会経済情勢につきましては、少子化・高齢化、高度情報化、地方

分権の推進などの時代の転換期にありまして、今後もますますこれら

が進行するものと考えられます。加えて、国の三位一体改革など、予

想を超えた厳しい経済状況の中で、地方公共団体における財政状況も

非常に厳しい状況にあります。今後、行政が多様化する住民ニーズの

すべてに応えていくことは難しく、限られた財源や資源を有効に活用

しながら、事業の優先度を決定していくという事が必要であり、また

事業の実施については、これまでにも増して効果的かつ効率的な運営

が必要とされてきているところであります。そのような中で、今年か

ら始まっております後期実施計画におきましても、前期実施計画以上

に、可能な限り多くの事業に、客観的に判断できる指標及び数値目標

を設定いたしました。この数値目標等に関しましてこれらの実績をも

とに、事務事業の成果を図り、例年の進捗管理の際に、事務事業の評

価的な要素につきましても、十分勘案したうえで、事業の継続、廃止、

統合、見直し等、幅広い意味での進捗管理を行ってまいりたいと考え

ているところであります。さらに、現在策定作業中であります行政改
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革・後期実施計画につきましても、この結果を反映させていく予定で

あり、また平成１９年度予算編成にも生かしてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上、簡単ではございますが、総合計画前期実施計画総括の説明と

させていただきます。よろしくご理解賜りますようお願いを申し上げ

ます。 

 

 報告が終わりましたので、質疑、意見があればお受けいたします。 

 木澤委員。 

 

 一点、町債について、今課長、前期計画の反省を受けて後期計画に

反映していきたいという風におっしゃっていただきましたけれども、

今これを見させていただきますと、町債の現在高っていうのが、一般

財源総額を上回っているという、これについて、町の方としてどうい

う見方をしておられるのか、そして今後どういう考え方を持っておら

れるのか、その点についてお聞きしておきたいと思います。 

 

 町債につきましてはやはり今後財政が厳しい中、また交付税等が減

ってきている中、今後は減らしていかなければならないと考えており

ます。また、財源的なある程度余裕が出来ましたならば、繰上償還等

も考えていき、町債を減らしていくという考えで進めて参りたいと考

えております。 

 

 他にございませんか。 

 

 （ な  し ） 

 

 次に、（３）斑鳩町制６０周年記念事業について、理事者の報告を求

めます。 西本企画財政課長。 
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 それでは各課報告事項（３）斑鳩町制６０周年記念事業についてで

あります。この関係につきましては、本定例会の提出議案説明の中で

も触れさせていただいておりますが､皆様方のお陰をもちまして、来年

は、町制施行６０周年の節目の年を迎えることとなります。平成９年

に町制施行５０周年という大きな節目を迎え、さらなる飛躍を願い、

地域住民の皆様が参加のもと、町制５０周年記念事業を実施してから、

はや１０年が経ちました。いま、町制６０周年を迎えるにあたり、ひ

とつの区切りとして町の歩みを振り返りながら､今後の新たなまちづく

りに資することを目的に、今日まで行ってきております各種事業を６

０周年記念事業と位置付けて、つづまやかにではありますが、展開実

施を行いたいと考えております。町制６０周年記念事業の期間といた

しましては、平成１９年１月１日から平成１９年１２月３１日までの

１年間といたします。また記念式典は、提出議案説明の中でも申して

おりますが、平成１９年２月１２日（祝・月）にいかるがホール・大

ホールにおいて執り行う予定であります。なお、議員皆様方には日が

近づきましたら、また案内状をご送付申し上げますので、ご多忙の折

とは存じますが、ご臨席の栄を賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。また記念事業でありますが、町が行う新規又は既存の住民参加

型イベント事業を対象に、６０周年記念事業の位置付けを行い、記念

事業には「斑鳩町制６０周年記念」という表示を行って参ることとし、

基本的にはあまり費用をかけずに、また趣向は凝らしながら展開をし

てまいりたいと考えております。そのため、役場の職員で構成します

「記念事業実施プロジェクトチーム」をこの秋に発足させ、記念事業

の冠事業についての検討を今日まで行ってまいりました。その内容を

取りまとめましたものを、本日、資料ＮＯ．４として「斑鳩町制６０

周年記念事業（案）」として提出をさせていただいております。 

 まず、この表でありますが、本年１１月３０日現在において、各課

において平成１９年中に実施を予定いたしております、各種のイベン

ト事業を一覧にしたものであります。項目といたしましては、実施時

期、事業主体、担当課名、事業内容、町制５０周年記念事業の時の催
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し、そして６０周年記念事業としてのプラスアルファした事業内容を

掲げております。この記念事業の中心は、主には今日まで行ってきて

おります既存の住民参加型イベント事業ではありますが､６０周年記念

として１年限りのイベントや６０周年を期として新規に行う事業も掲

げております。なお、今現在における平成１９年度の新年度事業も掲

げておりますが、新年度のイベントにつきましては事業主体が実行委

員会や各種団体も関係をしますことから、今現在において冠事業の内

容が決められていないところもあります。このため、平成１９年３月

末までの、いわゆる平成１８年度中における町制６０周年事業につき

まして、ご説明を申し上げたいと思います。 

 それでは資料の方をご覧いただきたいと思います。まず、１番目の

斑鳩町消防団出初式が１月５日に行われますが、６０周年記念事業と

しまして、式典の放水訓練でカラー放水をいたします。既に１２月広

報で住民周知も行ったところでございます。次に２番目の成人式では、

例年の式典に加えまして、会場に「町制６０周年記念」の表示と記念

写真に「町制６０周年記念」の表示をする予定です。３番目の顕彰記

念祭では、お祝い事にちなんだ舞を行っていただける予定となってお

ります。４番のいかるがの里・法隆寺マラソン、斑鳩三塔健康走ろう

会ですが、６０周年にちなみまして、法隆寺南大門をスタート・ゴー

ル地点とし、サブタイトルに「聖徳太子マラソン」と題して実施をし

たいと考えております。５番目の町制施行６０周年記念式典でありま

すが、斑鳩町の記念式典の内容でありますが、斑鳩町の変遷を辿った

スライドの上映、次に出てまいります６番目の奈良大学、斑鳩・法隆

寺国際高等学校と、それぞれ斑鳩町との官学連携の協定に係る調印、

また、祝賀演奏、これにつきましては町内の団体を予定いたしており

ますが、祝賀演奏も盛り込んだ内容として式典を予定をいたしており

ます。次に､７番目の知床物産展・パネル展でありますが、先人から引

き継がれてきた貴重な宝物であります世界遺産の大切さを知っていた

だくためのネットワーク作りを行うため、また世界遺産の趣旨につい

て世界遺産のある市町村の住民への啓発を行うため、平成５年７月に
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わが国１３番目の世界遺産登録を受けた北海道・知床と、物産展、パ

ネル展を予定いたしており、できましたなら知床の流氷の展示も予定

をしております。次に､８番目の太子の日フォーラムでありますが、来

年で１１回目の開催となります。６０周年記念にちなんで、講演の他

に聖徳太子関連遺物の展示を併設したいと考えております。次のペー

ジに移りまして、９番目の（仮称）ＪＲ法隆寺駅橋上化・自由通路開

通記念式典であります。この事業はイベントではございませんが、式

典時に「町制６０周年記念」の表示をしてまいりたいと考えておりま

す。次に１０番目の公民館まつりでありますが、このイベントも会場

に「町制６０周年記念」の表示をしてまいりたいと考えております。

１１番目以降の各種事業につきましては、平成１９年度、すなわち新

年度以降に実施する事業でありますが、先ほども申し上げましたが、

事業主体が実行委員会や各種団体というところもあり、また、新年度

予算の関係もございまして､各種事業の実施に際しましては６０周年記

念の冠事業として、担当課を通じましてグレードアップを図っていた

だくようにお願いをいたしており、既に検討をしていただいている、

あるいはこれから検討をしていただけることとなっております。また、

事業主体が町であるイベント事業につきましては、一定の内容を検討

しておりますが、町制６０周年記念の冠事業といたしまして趣向を凝

らしたものにしてまいりたいと考えております。なお、イベント以外

の取り組みでありますが、町制６０周年を期として、住民皆様方のさ

らなる発展へのステップとしていただきますため、広報等を通じて、

機会あるごとに町制６０周年を周知、啓発を行ってまいりたいと考え

ております。また、各種団体にも町制６０周年のアピールを行い、気

運を高めていただくとともに、インターネット等による全国への情報

の発信なども行ってまいりたいと考えております。 

 以上、簡単ではありますが、斑鳩町制６０周年記念事業についての

説明とさせていただきます。よろしくご理解を賜りますようお願いを

申し上げます。 
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 報告が終わりましたので、質疑、意見があればお受けいたします。 

 松田委員。 

 

 ６０周年を迎えてですね、それぞれの今まで行ってきている関係に、

６０周年という冠事業として位置付けをして行っていくという事は分

かるんですが、異議があるわけではないんですけども、同時にですね、

町制６０周年であると同時に、いかるがホールの関係については、や

っぱり１０周年記念だという事で、この機会を通じてですね、歴史文

化の斑鳩として、ホールで実施をする関係などについても、住民に喚

起を呼び戻すと同時に、斑鳩観光振興にも役立てていくという事など

を考えてはどうかという意見などがホールの理事会などでも出ていま

したので、ここでは６０周年だけになっていますけど、やっぱりホー

ルで行う関係については、やっぱりホール１０周年記念も合わせた関

係のものが、全てではなっていかんと思うんですよ。ホールで実施し

ないですから、そういうものについてもう少し工夫をしてですね、別

枠にせずに、やっぱりこういう関係の時に６０周年と同時にホール１

０周年という関係についても、何かご配慮をいただいたらなと思いま

すので、意見だけ申し上げておきます。 

 

 嶋田委員。 

 

 ここで、いかるがの里・ふるさと秋祭りという事で平成１９年度の

開催は未定だとなっておりますけれども、これは各自治会なりの、旧

の自治会なりの太鼓台やとか出て賑やかにやっておられるんですけれ

ども、各幼稚園、保育所の園児たちの手作りのみこしも毎年保護者の

方が見に来られて賑やかにやっておられるという事で、今ここで未定

という事なんですけれども、園児たちの手作りみこしなどを、この商

工まつり、ホールでされるような形では聞いておるんですけれども、

商工まつりでされて、必ずやるんやという形でもって、されてはどう

かなと思います。子ども夏祭りですか、これは何か例年やってるとこ
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ろで同じ所でないとちょっと具合が悪いという事で、別々にされると

聞いておるんですけど、それはそれでいいんですけれども、園児たち

が集まってくる、そしたらこの子ども夏祭りについても、園児たちを

ターゲットにしておられる行事だと思いますので、そこら辺また子ど

も夏祭り実行委員会ですか、に話をされて、それやったら共同で出来

るんやないかなという風な話になってくるかも知れませんので、そこ

ら辺も一度考えていただけたらなと思います。 

 

 今いただきましたご意見につきましては、秋祭りにつきましては実

行委員会がございますので、説明の中で申しましたように来年度どう

なるかまだ未定の部分がございますが、そういった意見もあるという

事で、もしそのようなケースになります場合には、町制６０周年の担

当課といたしまして、その辺の事も検討して参りたいと考えておりま

すのでよろしくお願いいたします。 

 

 次に、（４）差押財産の公売等について、理事者の報告を求めます。 

 藤原税務課長。 

 

 それでは、来年１月に実施を予定しております差押財産の公売につ

きましてご報告をさせていただきます。 

 まず、その公売の概要等のご説明の前に、公売に至りますまでの滞

納整理の流れにつきまして若干、お時間をいただきましてご説明をさ

せていただきたいと思います。 

 納期限が過ぎましても税の納付がない場合、これは地方税法の規定

により督促状を送付いたします。この督促状を受け取ってもなお納付

がない場合、文書により催告書を送付いたします。その間でございま

すけれども、訪問徴収あるいは電話催告を行うほか、特別徴収対策班

による徴収及び納税指導、あるいは徴収嘱託員による訪問徴収などを

行っているところでございます。また、再三催告をいたしましてもな

お納付もなく、また納税相談にも応じられない場合は、税務窓口まで
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来ていただくよう通知もしているところです。それまでの過程で、多

くの方が納付をされますか、あるいは諸般の事情により全額納付でき

ない場合にありましても、分割納付に応じられているところでござい

ます。しかしながら、まったく納付がない、あるいは納税交渉にも応

じられないような方もおられまして、そのような場合、財産調査を行

い給与・預金等の債権や不動産の差押えを行っているところでござい

ます。ただ今、申し上げましたのは、滞納整理の基本的な流れでござ

いますが、それぞれの滞納者の事情等を十分考慮しながら、それぞれ

の事情等に応じた対応をしているところでございます。そういったな

かで、今回、差押えいたしました不動産につきましては、やむを得ず

公売に至ったものでございます。 

 この差押財産の公売でございますけれども、来年１月２４日に奈良

総合庁舎におきまして、斑鳩町と奈良県、奈良市、生駒市、平群町と

合同で公売を実施することとなりました。不動産を公売いたしますの

は、斑鳩町では当然初めてのことでありまして、また、このように県

と市町が合同で公売を実施いたしますのも、奈良県で初めてのことで

ございます。当町が公売いたします差押財産でございますけれども、

物件は東小学校の北側の住宅地にございます法隆寺南２丁目地内の宅

地１７６平方メートル、現況といたしましては更地でございますけれ

ども、この土地１件を公売する予定でございます。公売につきまして

は入札により行うこととしております。入札参加方法等の詳細につき

ましては、１２月１８日に公売公告をいたしまして、県と各市町の広

報紙及びホームページに掲載し、広く周知を図っていくこととしてお

ります。なお、１２月１９日には、県、２市２町共同で報道発表する

こととしております。また、今回は不動産の公売という事であります

けれども、今後につきましては、不動産だけでなく自動車等の動産な

どについても差押えすることも検討しておりまして、その公売手段と

してインターネット公売の活用なども図ってまいりたいと考えている

ところでございます。 

 以上、差押財産の公売等にかかるご報告とさせていただきます。 
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 報告が終わりましたので、質疑、意見があればお受けいたします。 

 嶋田委員。 

 

 その最低売却価格っていうのは設定されておられるんですか。 

 

 公売につきましては、いわゆる国税徴収法の規定が適用されるわけ

でございまして、これらに準じて行う関係で、この公売につきまして

もいわゆる最低公売価格、いわゆる見積り価格というものがございま

して、それを設定させていただく事になっております。それにつきま

しては先程申し上げました１２月１８日の公布に際しまして、合わせ

て公表させていただきたいという風に思っております。 

 

 他に、理事者の方から報告はございませんか。 

 

 （ な  し ） 

  

 それでは、以上、これら各課報告事項については、報告を受け、了

承したということで終わります。 

 次に、その他について、委員の方から質疑、意見があればお受けし

たいと思います。 

 木澤委員。 

 

 一点だけお尋ねをしたいんですけれども、やはり最近不審者が勃発

しておりまして、特に小さい子どもさんなんかが被害に遭っているん

ですけれども、斑鳩町の幼稚園とか保育園で、いろんな対策とってい

ただいてると思いますけど、もし不審者が侵入してきた時というのは、

どういう対策をとられているんでしょうか。 

 

 今、不審者進入につきましての対策という事でございます。幼稚園
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におきましても、これは学校全体にとりましても、ない事でございま

すけれども、危機管理マニュアルの徹底を図りながら子どもの危機管

理への意識向上、当然取り組んでおるわけでございまして、平成１３

年度に幼稚園におきましても、監視カメラの設置及び各教室に赤色灯

と連動した警報ベルの設置を行っているところでございます。また不

審者侵入時の危機管理につきましては、西和警察署などのご協力をい

ただきまして、教職員に対して防犯訓練を実施して、各自の役割や対

応の意識徹底を図っているところでございます。幼稚園におきまして

は西和警察署に来ていただきまして、各園で親子の防犯教室を開催い

たしておりまして、保護者の方々には講話や簡単な護身術を話してい

ただきまして、また園児に対しましてはお話やビデオ等、人形劇等で

意識の防犯についての意識の尊厳という事で実施していただいている

ところでございます。 

 

 今ね、色々防犯の訓練等していただいているという事ですけれども、

実際に不審者が入ってきた時の対応として、先生方が体をはって止め

ていただければいいんですけれども、なかなかそんな状況にもならな

いという事では、特に保育園でしたら保育士の先生、数がまだ結構い

ますけれども、幼稚園なんかやったら先生の数も少ないし、そういう

事では前にテレビで少しやっていたんですけれども、不審者対応のネ

ットが飛び出るピストル型の対策のものがあると。一回使ったらそれ

は使いきりになって捨てなければいけないという事ですけれども、そ

れについても予算、テレビでやってる時には１個２万円位で買えると

いう事ですんで、一度ご検討いただけないかなという風に思うんです

けれども、担当課の方では一応お話は聞いていただいてると思います

けれども、いかがでしょうか。 

 

 ただ今お話の、防犯機器のネットランチャーの事だという事でござ

いますけれども、これにつきましては、その辺幼稚園について、導入

する考えはないかという事のご質問だと思います。私も報道等でネッ
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トランチャーにつきましての事については承知しておりますけれども、

導入につきましては、ネットランチャーの犯罪抑止に有効であるのか、

また幼稚園は、おっしゃったように女性だけの職場でもございますの

で、女性にも簡単に操作できるものか、またそういった、先程２万円

という形で価格の方もご提示いただいたわけなんですけれども、それ

ら等も考えながら、一度業者にですね、デモンストレーションを依頼

しながら、導入について研究してまいりたいという風に考えておりま

す。 

 

 是非よろしくお願いしたいと思います。 

 

 他にご意見等ありませんか。 松田委員。 

 

 これは全体を通じて言えることなんですけれども、議会の関係ある

いは委員会の関係、同時に監査側の関係なんですけれども、先程も委

員長が報告事項の関係、報告を受け、了承したという風にお申しにな

りました。確かに結局はですね、今度の１２月議会の場合でもそうな

んですけれども、予定議案の説明という事が、閉会中の委員会などで

も説明されますよね。その際に色々若干の意見などを言ったとしまし

ても、最終的には内々了解を得たというような理解の仕方を理事者側

がされているんではないんかなというようには思うんです。従ってそ

れらを得た上で、議会の条例法案、議案などについて全て議会にかけ

られるという事になっています。この事についてですね、形式的に確

かに我々は説明を聞いたという事に留めるという事に今までしており

ますし、若干意見を言ったとしてみても、確かに諾否を聞いて決定し

てる事ではないと思う。ところが諾否を決定したかのように扱われて

しまう関係というのがありはしないのかなと。この辺についてもう少

しやっぱり、もしそうであるとするなら、見解でも言われていますよ

うに、事前説明ではなしに事前審査をしている事の理解があるんなら、

もう少しそういった関係を言って、そして条例提出するまでに、十分
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に双方の意見をくんだうえで咀嚼をしながら提案をする、という形が

本来望ましいだろうという風に思うんです。ところがそういう事では

ない。説明を受けたという事でありながら、本会議から付託を受けた

審査になってくると理事者側としては、一応予めご説明申し上げたと

おりと言う風な内容になってしまうという事について、若干お互いに

認識の違いと言いますか、そこに論議が深まりにくい要素というもの

が、今日時点の運営の中ではあるんではないかなという風に思うんで

す。これは、いわゆる行政側も議会側もですけれども、改めてこうい

うやり方がいいのかどうか、あるいはそういう認識であるのかどうか、

という事について、十分議論をしていかないとですね、いい関係での

緊張感を持った委員会審議という事にならないんではないか、という

ように私は思うんです。そうしている限りにおいてはマンネリ化をし、

いわゆる常に改革の刷新の方法を展望しようという事を欠くんではな

いかなというような風にも思うんで、そういった面について、更に今

後十分に意を用いながらですね、議会あるいは執行の側共にですけれ

ども、考えていく必要があるのではないか、あるいはこういうあり方

がいいのかどうかについても、議論を更に進めていくべきではないの

かなという気が実はしているんです。従って特に全体に関わる問題で

はありますけれども、多少そういった事を申し上げて、更に行政側と

議会との関係がより緊密でより緊迫感をもった、緊張感をもった議論

が出来るような場にするようにお互いが努力をすべきではないのかな

という風には思ってますので、若干意見だけを申し上げておきたいと

思います。以上です。 

 

 その他についてもこれをもって終わります。 

 なお、お手元に配布しております閉会中の継続審査申出書のとおり

当委員会として、引き続き調査を要するものとして、このように決定

することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 
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 異議なしと認めます。 

 議長におかれましては、継続審査の手続きをとっていただけるよう

お取り計らいをお願いいたします。  

 これをもって、本日の案件についてはすべて終了いたしました。 

 なお、本日の委員会報告のまとめについては、正副委員長にご一任

いただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。 

 それでは、閉会にあたり町長の挨拶をお受けします。 

 

 （ 町長挨拶 ） 

 

 これをもって総務常任委員会を閉会いたします。どうもお疲れ様で

ございました。 

 

               （ 午後２時００分 閉会 ） 
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